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第１章 大牟田市の情報公開制度のあらまし 

 

 本市の情報公開条例は、平成７年４月１日に施行しましたが、平成 15 年３月の全面改正により、新しい

大牟田市情報公開条例（平成 15 年条例第 37 号。以下「条例」という。）を制定し、同年７月１日から施

行しています。条例は、市政に関し市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の市

政への参加を一層促進し、市民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明で開かれた市政の発展に寄与す

ることを目的としています。 

 本市の情報公開制度は、公開請求権者の請求によって市が保有している公文書を公開する「公文書の公

開制度」、市が保有する行政情報を積極的に提供する「情報提供施策」及び法令上公表を義務付けられて

いる「情報公表制度」の３つを柱として、行政情報の公開を総合的に推進するものです。条例の効率的な

運用と行政情報の提供の場を確保するため、本庁舎２階に情報公開センターを設置しています。 

 なお、平成 22 年４月１日、大牟田市立総合病院の経営形態の変更に伴い、地方独立行政法人大牟田市立

病院（以下「大牟田市立病院」という。）が設立されましたが、引き続き条例第２条第１項に定める実施

機関として運用しています。 

 

   
第１節 公文書公開制度 

 

１ 公文書公開制度の概要 

 この制度は、市の機関が保有している公文書について公開請求権者から公開請求があった場合に、こ

れを原則的に公開するという制度です。 

 公文書公開制度の主な内容は、以下のとおりです。 

（１）目的（条例第１条） 

  ①  市政に関し市民に説明する市の責務が全うされるようにする。 

  ②  公正かつ透明で開かれた市政の発展に寄与する。 

（２）実施機関（条例第２条第１項） 

   公文書公開制度を実施する機関を実施機関といい、市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会、市が設立した地

方独立行政法人及び大牟田市土地開発公社が実施機関となっています。各実施機関は、それぞれこの

条例による事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行する義務を負うものです。 

（３）公文書（条例第２条第２項） 

      実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であっ

て、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの（官報等を

除く）が対象となっています。 

（４）実施機関の責務（条例第３条第１項） 

    市民の公開請求権を十分に尊重するとともに、個人情報がみだりに公にされることがないよう最大

限の配慮をしなければならないこととしています。 

（５）公開請求権（条例第５条） 
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    「何人」も公文書の公開を請求することができます。 

（６）公開請求の手続（条例第６条、第 11 条、第 12 条、第 17条） 

      請求から公開までの流れは次のとおりです。 

  ①  請求 請求者が公開請求書を情報公開センターへ提出 

  ②  受付 公開請求書を情報公開センターが受け付け、事務担当課に送付 

  ③ 決定 事務担当課は、請求があった日の翌日から起算して、14 日（正当な理由により延長する場合

は 30日）以内に、情報公開センターと協議のうえ公開・非公開を決定 

  ④  通知 事務担当課から請求者に対し、決定通知書により決定内容を通知 

⑤  公開 公開又は一部公開決定の場合、指定した日に事務担当課が情報公開センターで請求者に対し

公開を実施（閲覧、視聴又は写しの交付） 

（７）公文書の公開義務（条例第７条） 

    次に掲げる情報（非公開情報）を除き、公文書を公開しなければならないこととしています。 

  ①  個人情報（第１号） 

      個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

法令等に規定がある場合や、人の生命、健康等を保護するため等、例外的に公開する情報がありま

す。 

  ②  法人等情報（第２号） 

      法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公にすることにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、人の生命、健康等を保護するため、例外的に公開する情報があります。 

  ③  審議等情報（第３号） 

  市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

  ④  行政運営情報（第４号） 

      市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは地方三公社が

行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるもの 

  ⑤  任意提供情報（第５号） 

      実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人

等における通例として公にしないこととされているもの等。ただし、人の生命、健康等を保護する

ため、例外的に公開する情報があります。 

  ⑥  社会的障害情報（第６号） 

      公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全

と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報 

  ⑦  法令秘情報（第７号） 
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      法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国等の機関の指示により公にすることがで

きないと認められる情報 

⑧  社会的差別情報（第８号） 

      公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報 

（８）公文書の部分公開（条例第８条） 

      非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分以外を公開しなければ

ならないこととしています。 

（９）公文書の存否に関する情報（条例第 10条） 

      公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるとき

は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができることとしています。 

（10）費用負担（条例第 18条） 

      公文書の写しの交付を受けるものは、その費用を負担しなければなりません。 

      用紙に複写する場合、白黒１枚（片面）10円、カラー１枚（片面）50 円 

（11）審査会への諮問（条例第 20 条） 

      公開決定等について審査請求があったときは、裁決をすべき実施機関は、大牟田市情報公開審査会

に諮問しなければならないこととしています。 

（12）大牟田市情報公開審査会（条例第 24 条） 

    審査会は、５人以内の委員により構成され、地方自治及び情報公開制度に関して優れた識見を有す

る者のうちから、市長が委嘱することになっています。 

   審査会の主な機能は、次のとおりです。 

①  公開決定等に対する審査請求について、審査すること。 

②  苦情申出について検討し、実施機関に意見を述べること。 

③ 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議す

ること。 

（13）指定管理者の情報公開（条例第 35条） 

  ① 実施機関は、指定管理者（地方自治法第 244 条の２第３項に規定するもの）が保有する情報で

あって、当該指定管理者が管理する公の施設に関するもののうち実施機関が保有していないものに

ついて公開の請求があったときは、速やかに、当該指定管理者に対し、当該情報の提出を求めるも

のとしています。 

  ② 指定管理者は、情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならないとしてい

ます。 

（14）出資法人等の情報公開（条例第 36条） 

① 出資法人（規則で定めるもの）は、その性格及び業務内容に応じ、保有する情報の公開に努める

ものとしています。 

② 実施機関は、出資法人に対し、情報公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとしています。 

③ 実施機関は、補助金等交付団体（年額 100 万円以上交付しているもの）の当該補助金等の執行状

況に関する情報のうち実施機関が管理していないものについて公開請求があった場合において、必

要があると認めるときは、当該補助金等交付団体に対し、当該情報の提出を求めるものとしていま

す。 
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④ 補助金等交付団体は、情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めなければ

ならないとしています。 

（15）罰則（条例第 41 条） 

   「大牟田市情報公開審査会委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない（退職後も同様）。」

という規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処するとして

います。 

 

２  情報公開に関する市民の利用窓口 

    市庁舎２階の情報公開センターでは、情報公開に関する総合的窓口として、各種の行政資料や広報刊

行物の閲覧、コピーサービス等の情報提供、情報公開に関する相談、案内、公文書公開請求書の受付等

を行っています。ただし、大牟田市立病院に係る情報公開に関する相談、公文書公開請求書の受付につ

いては、同病院の診療情報管理室で行っています。 

 

 

第２節 情報提供施策及び情報公表制度 

 

１ 情報提供施策 

 情報提供施策とは、市民の請求を待つまでもなく、市民が必要とする情報を迅速かつ的確に提供しよ

うというものです。 

 実施機関は、市民の市政参加の促進、公正で適切な市政運営の確保及び市民の生活便益の享受の増進

のために必要な情報を把握し、積極的かつ能動的に情報提供を進めなければなりません。 

 現在、情報公開センターにおいて、情報公開の相談、案内等を行うとともに、市が作成し、又は入手

した刊行物や行政資料を収集して展示し、情報提供に努めています。 

 

２ 情報公表制度 

 情報公表制度は、法令により一定の事項を義務的に広く市民に公表する制度です。 

 実施機関は、この公表内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、公表に適する情報を把握し、積

極的に公表することが求められています。 

 

３ 大牟田市情報の公表及び提供の推進に関する要綱 

 これまでの情報提供に加え、さらに審議会等の資料・会議録、市政運営に係る重要な方針等に関する

情報等の公表を行うことなどを明文化した標記要綱を制定し、平成 20 年４月１日から施行しています。

これに基づき各部署が統一的な取扱いを行い、適宜･的確な情報の公表･提供を行うことによって、市民

の市政への参加を一層促進し、開かれた市政の発展に寄与するとともに、協働によるまちづくりの一層

の推進を図っていこうとするものです。 
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第２章  情報公開制度の運用について 

第１節  公文書公開制度の運用状況 

   （令和７年４月１日～令和８年３月 31日） 

 

１ 公文書公開請求の処理状況 

令和７年度の公文書公開請求の件数は、286件でした。 

なお、「不存在」の通知は非公開決定処分の中に含まれています。 

これらの処理状況は、表１のとおりです。 

    表１                                                           （単位：件） 

受付場所 公開請求 

公開請求に係る決定 
審査 

請求 苦情 

申出 
公 開 

一 部 

公 開 

非公開 
取下げ 却下  取下げ 

 不存在 

情報公開センター 286 36 246 8 (7) 4 1 0 (0) 0 

大牟田市立病院 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

合計 286 36 246 8 (7) 4 1 0 (0) 0 

   ＊1 つの請求に対して複数の決定をしたものがあるため、決定の合計は請求の件数と一致しません。 

 

２  実施機関別の公文書公開請求の処理状況 

令和７年度の公文書公開請求の処理状況を実施機関別にみると、表２のとおりです。 

    表２                                                           （単位：件） 

実施機関 
公開 

請求 

公開請求に係る決定 
審査 

請求 苦情 

申出 
公開 

一部 

公開 

非公開 
取下げ 

 

却下  取下げ 
 不存在 

市   長 171 30 138 6 (5) 3 1 0 (0) 0 

消 防 長 13 4 9 2 (2) 0 0 0 (0) 0 

企業管理者 97 1 95 0 (0) 1 0 0 (0) 0 

教育委員会 5 1 4 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

選挙管理委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

農業委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

公平委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

議   会 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

大牟田市立病院 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

大牟田市土地開発公社 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 

合   計 286 36 246 8 (7) 4 1 0 (0) 0 
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３ 非公開理由の状況 

    非公開と一部公開の決定状況について、平成 15 年７月１日前に作成・取得した公文書の旧条例  

第９条第１号から第７号までの適用はありませんでした。また、平成 15 年７月１日以降に作成・取

得した公文書の新条例第７条第１項第１号から第８号までの適用状況は、表３のとおりです。 

 

    表３（平成 15年７月１日以降に作成・取得した公文書）            （単位：件） 

大牟田市情報公開条例（平成 15 年大牟

田市条例第 37号）第７条第１項各号 

適  用  件  数 

非 公 開 一部公開 計 

第１号 個 人 情 報  19 19 

第２号 法 人 等 情 報  224 224 

第３号 審 議 等 情 報    

第４号 行政運営情報  220 220 

第５号 任意提供情報    

第６号 社会的障害情報  1 1 

第７号 法 令 秘 情 報    

第８号 社会的差別情報    

計 0 464 464 

（注）重複適用があるため、表１の件数と一致しません。 

 

４ 請求者別請求の状況 

公文書公開請求の件数を請求者別にみると、表４のとおりです。 

    表４                                                            （単位：件） 

公文書公開の請求者の区分 件  数 

請求権者 
（１） 市内に住所を有する個人又は事業所を有する法人等 246 

（２） 市外に住所を有する個人又は事業所を有する法人等 40 

合   計 286 

 

５ 審査請求の状況 

令和７年度は、公文書の公開決定等に対する審査請求はありませんでした。 

 

６ 苦情申出の状況 

 令和７年度は、公文書の公開決定等に対する苦情の申出はありませんでした。 

 

７ 大牟田市情報公開審査会の開催状況等 

    令和７年度の審査会の開催状況は、表５のとおりです。 

    また、審査会の委員は、表６のとおりです。 

 

    表５ 

回 数 報 告 年 月 日 報  告  内  容 

第１回 令和７年５月１２日 
議事 

令和６年度運用状況について（報告） 
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表６ 

    任期：令和７年４月１日～令和９年３月 31日 

氏  名 職   名 役 職 

  瀬 口 小 百 合 家事調停委員 委 員 

田 中 雅 美 人権擁護委員 委 員 

  蓑  輪  靖  博 福岡大学法学部教授 副会長 

三 宅 順 子 司 法 書 士 委 員 

湯 村 し お り 弁 護 士 会 長 

    ＊令和８年３月 31日現在                                            （敬称略五十音順） 



8 公文書公開請求一覧

令和７年度に情報公開センターで受付した公文書の公開請求の内容は、表７のとおりです。
また、大牟田市立病院で受付した公文書の公開請求はありませんでした。

表７

番号 請求の内容 公文書の件名又は内容 決定内容 所属部等 所属課等 該当号

1 7 4 2

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導員計算書（当
初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

2 7 4 2

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

3 7 4 2

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

4 7 4 2

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠（R6-1工区）工事の
金入設計書の本工事費内訳書、
諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠（R6-1工区）工事の
諸経費計算確認書、本工事費内
訳書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

5 7 4 7

大牟田市公共下水道事業白川ポ
ンプ場機械設備増設工事、大牟
田市公共下水道事業浜田町ポン
プ場汚水ポンプ設備改築工事の
金入り設計書の本工事費内訳
書、内訳書、代価表

大牟田市公共下水道事業白川ポ
ンプ場機械設備増設工事、大牟
田市公共下水道事業浜田町ポン
プ場汚水ポンプ設備改築工事の
本工事費内訳書、内訳書、代価
表

一部公開 企業局 施設課 2.4

6 7 4 9

大牟田市公共下水道事業吉野処
理系実施設計（R6-1）業務委
託、大牟田市公共下水道事業中
部合流管渠改築実施設計（R6-1
工区）業務委託、大牟田市公共
下水道事業中部合流管渠改築実
施設計(R6-2工区)業務委託の積
算情報書、諸経費設定情報（吉
野処理系統のみ）、総括表、業
務委託内訳書、明細書、単価
表、委託単価表（吉野処理系統
のみ）

大牟田市公共下水道事業吉野処
理系実施設計（R6-1）業務委
託、大牟田市公共下水道事業中
部合流管渠改築実施設計（R6-1
工区）業務委託、大牟田市公共
下水道事業中部合流管渠改築実
施設計(R6-2工区)業務委託の積
算情報書、諸経費設定情報（吉
野処理系統のみ）、総括表、業
務委託料内訳書、明細書、単価
表、委託単価表（吉野処理系統
のみ）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

7 7 4 9

大牟田市おおむたアリーナ駐車
場整備工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ

大牟田市おおむたアリーナ駐車
場整備工事の積算情報書、諸経
費設定情報、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

8 7 4 14

大牟田市運送事業者等支援金申
請の際取得している貸切バス事
業者の対象車両一覧、対象車両
すべてに係る自動車検査証（自
動車検査証記録事項）（令和6年
7月10日～9月30日申請分）

大牟田市運送事業者等支援金を
申請の際に取得している貸切バ
ス事業者の交付対象車両一覧、
対象車両全てに係る自動車検査
証（自動車検査証記録事項）
（令和6年7月10日～9月30日申請
分）

一部公開 産業経済部 産業振興課 2

請求年月日

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報

8



9 7 4 17
令和7年度「大牟田市延命公園外
40公園トイレ清掃業務委託」見
積合せ結果

令和7年度「大牟田市延命公園外
40公園トイレ清掃業務委託」見
積結果表

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

4

10 7 4 17
令和7年度「大牟田市高齢者生き
がい創造センターワックス清掃
等業務委託」見積合わせ結果

令和7年度「大牟田市高齢者生き
がい創造センターワックス清掃
等業務委託」見積結果表

公開 保健福祉部 福祉課 －

11 7 4 17
令和7.8.9「大牟田市消防庁舎清
掃業務委託」見積結果

令和7.8.9「大牟田市消防庁舎清
掃業務委託」見積結果表

公開 消防本部 総務課 －

12 7 4 17

大牟田市新開町1号線道路排水施
設工事に伴う測量設計（建老町
地区）業務委託の積算情報書、
諸経費設定情報、総括表、業務
委託料内訳書、諸経費計算確認
書、委託単価表、直接人件費内
訳表

大牟田市新開町1号線道路排水施
設工事に伴う測量設計（建老町
地区）業務委託の積算情報書、
諸経費設定情報、総括表、業務
委託料内訳書、諸経費計算確認
書、委託単価表、直接人件費内
訳表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

13 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

14 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

15 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

16 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

17 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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18 7 4 22 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

19 7 4 23 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

20 7 4 23 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

21 7 4 24 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

22 7 4 24 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

23 7 4 24 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

24 7 4 25 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

25 7 4 28

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の積算情報書、諸
経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

26 7 4 28

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の当初設計の金入
りの本工事費内訳書、諸経費計
算確認書

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の本工事費内訳
書、諸経費計算確認書

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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27 7 4 28
令和7年度上水道管布設工事の材
料単価見積り依頼先、見積品一
覧

令和7年度上水道管布設工事の材
料単価見積り依頼先、見積品一
覧

公開 企業局 上水道課 －

28 7 5 2 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

29 7 5 2 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

30 7 5 8

大牟田市宮浦公園外80公園維持
管理業務委託、大牟田市手鎌北
町公園外82公園維持管理業務委
託、大牟田市三池公園外83公園
維持管理業務委託、大牟田市延
命公園維持管理業務委託の見積
結果表（R7年度分）

「大牟田市宮浦公園外80公園維
持管理業務委託」「大牟田市手
鎌北町公園外82公園維持管理業
務委託」「大牟田市三池公園外
83公園維持管理業務委託」「大
牟田市延命公園維持管理業務委
託」見積結果表（令和7年度分）

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

4

31 7 5 9
大牟田市築島市営住宅解体工事
の工事費内訳書

大牟田市築島市営住宅解体工事
の工事内訳書

一部公開 都市整備部 建築住宅課 2.4

32 7 5 14 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

33 7 5 15
ヴェオリア・ジェネッツとフ
レッシュウォーター三池との災
害協定に関する書類

災害時における水道の応急給水
所の設置、運営に関する協定書

一部公開 企業局 施設課 2

34 7 5 23

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の諸経費計算確認
書、工事費内訳書、明細書、単
価表

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その3工事の金入設計書の本工
事費内訳書、明細書、単価表、
諸経費計算確認書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

35 7 5 23

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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36 7 5 30

令和5年度、令和6年度における
延命公園外78公園維持管理業務
委託、手鎌北町公園外84公園維
持管理業務委託、三池公園外84
公園維持管理業務委託の設計
書、入札年月日、価格公表、入
札方法、業者名、金額、落札者
名

「大牟田市延命公園外78公園維
持管理業務委託」「大牟田市手
鎌北町公園外84公園維持管理業
務委託」「大牟田市三池公園外
84公園維持管理業務委託」見積
依頼書、設計書（積算情報書、
諸経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ）、見積結果表（令
和5年度、令和6年度）

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

37 7 5 30

令和7年度における延命公園維持
管理業務委託、宮浦公園外80公
園維持管理業務委託、手鎌北町
公園外82公園維持管理業務委
託、三池公園外83公園維持管理
業務委託の設計書、入札年月
日、価格公表、入札方法、業者
名、金額、落札者名

「大牟田市延命公園維持管理業
務委託」「大牟田市宮浦公園外
80公園維持管理業務委託」「大
牟田市手鎌北町公園外82公園維
持管理業務委託」「大牟田市三
池公園外83公園維持管理業務委
託」見積依頼書、設計書（積算
情報書、諸経費設定情報、本工
事費内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ（延命公園
維持管理業務委託を除く））、
見積結果表（令和7年度分）

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

38 7 5 30 最新の地番図の電子データ

令和6年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

39 7 6 2

契約金額が3万円以上の損害保険
証券（証券添付の特約書又は明
細書含む）※請求時点で保険契
約期間内のもの、全国市長会市
民総合賠償補償保険等対象外等
の条件あり）

森林保険証書 公開 産業経済部 農林水産課 －

40 7 6 2

契約金額が3万円以上の損害保険
証券（証券添付の特約書又は明
細書含む）※請求時点で保険契
約期間内のもの、全国市長会市
民総合賠償補償保険等対象外等
の条件あり）

賠償責任保険証券、賠償責任保
険明細書、市民活動補償制度付
属明細書

一部公開 市民協働部
地域コミュ
ニティ推進

課
2

41 7 6 2

契約金額が3万円以上の損害保険
証券（証券添付の特約書又は明
細書含む）※請求時点で保険契
約期間内のもの、全国市長会市
民総合賠償補償保険等対象外等
の条件あり）

大牟田市ともだちや絵本美術館
動産総合保険証券

公開 産業経済部
観光おもて
なし課

－

42 7 6 5

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の積算情報書
（鑑）、諸経費設定情報、諸経
費計算確認書、内訳書、明細
書、単価表（施工パッケージを
除く）

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の積算情報書
（鑑）、諸経費設定情報、諸経
費計算確認書、本工事費内訳
書、明細書、単価表（施工パッ
ケージを除く）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

43 7 6 6

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ、図
面、位置図、数量総括表

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、本工事内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、図面、位置図、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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44 7 6 6
大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の金入りの本工事費
内訳書、諸経費計算確認書

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の本工事費内訳書、
諸経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

45 7 6 9

大牟田市総合体育館（おおむた
アリーナ）運営事業の直近公募
時の提案書（事業計画書、体育
協会分のみ）募集要項、最新版
平面図、設備機器一覧表（仕様
書）、施設維持管理実績表・シ
フト・床材質、選定評価委員に
よる審査結果、維持管理業務再
委託協力会社リスト

大牟田市総合体育館（大牟田ア
リーナ）運営事業の事業計画
書、募集要項、平面図、仕様
書、施設維持管理実績表、シフ
ト、床材質、大牟田市体育施設
等指定管理者審査結果、再委託
業務承認申請書

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
1

46 7 6 9

大牟田市歴木地区三田堤改修工
事（その4）の積算情報書、諸経
費計算確認書、本工事費内訳
書、明細書、単価表

大牟田市歴木地区三田堤改修工
事（その4）の積算情報書、本工
事費内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

47 7 6 9

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の積算情報書、諸経費計算確
認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、内訳書、代価表

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の積算情報書、諸経費計算確
認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、内訳書、代価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

48 7 6 18

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の設計書の明細書、
単価表、施工単価表一式（金あ
り）

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事の明細書、単価表、
施工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

49 7 6 18
大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の設計書の明細書、単価
表、施工単価表一式（金あり）

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の明細書、単価表、施工単
価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

50 7 6 18

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の積算情報書（鏡）、諸経
費設定情報、諸経費計算確認
書、内訳書、明細書、単価表
（施工パッケージを除く）

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の積算情報書（鑑）、諸経
費設定情報、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表（施工パッケージを除
く）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

51 7 6 20

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の当初設計の本体工事費内
訳書、諸経費計算確認書（金
入）

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

52 7 6 20

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、交通誘導警備員日
数算出表

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、交通誘導員算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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53 7 6 23

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

54 7 6 27
大牟田市甘木道米線側溝改良工
事の工事費内訳書、明細書（金
入り）

大牟田市甘木道米線側溝改良工
事の本工事費内訳書、明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

55 7 6 27
大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）工事の工事費
内訳書、明細書（金入り）

大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）工事の本工事
費内訳書、明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

56 7 7 1 最新の地番図の電子データ

令和7年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界

公開 市民部 税務課 －

57 7 7 1
大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の金入り設計書の本工事
費内訳書、諸経費計算確認書

大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の金入設計書の本工事費
内訳書、諸経費計算確認書（当
初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

58 7 7 2
大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の工事内訳書、明細書、
単価表、交通誘導員計算書

大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の金入り設計書の本工事
費内訳書、明細書、単価表、交
通誘導員計算書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

59 7 7 9

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本体工事費内訳書、明細書、単
価表、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本体工事費内訳書、明細書、単
価表、諸経費計算確認書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

60 7 7 9

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事、大牟田市大鳥居高辻線道
路改良工事、大牟田市八江町地
区都市下水路改良工事（その2）
の積算情報書、諸経費設定情
報、本体工事内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、諸経費計
算確認書

大牟田市甘木道米木線側溝改良
工事、大牟田市大鳥居高辻線道
路改良工事、大牟田市八江町地
区都市下水路改良工事（その2）
の積算情報書、諸経費設定情
報、諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

61 7 7 9
大牟田市旭町3丁目下白川町2丁
目線道路改良工事に伴う測量設
計業務委託の設計書一式

大牟田市旭町3丁目下白川町2丁
目線道路改良工事に伴う測量設
計業務委託の積算情報書、諸経
費設定情報、総括表、業務委託
料内訳書、諸経費計算確認書、
委託単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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62 7 7 10

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の当初設計金
入の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の本工事費内
訳書、諸経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

63 7 7 10

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
当初設計の金入設計書の本工事
費内訳書、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

64 7 7 10

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
諸経費計算確認書、本工事費内
訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

65 7 7 10

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の諸経費計算
確認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、交通
誘導警備員日数算出表

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の諸経費計算
確認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、交通
誘導員日数算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

66 7 7 10

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事内訳書、明細書、単価
表、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

67 7 7 11

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書（鑑）、諸経費設定
情報、諸経費計算確認書、内訳
書、明細書、単価表（施工パッ
ケージを除く）

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

68 7 7 14
大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事費内訳書、明細書、単価
表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

69 7 7 14

大牟田市大鳥居高辻線道路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表、図面、位置図、数量
総括表

大牟田市大鳥居高辻線道路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表、図面、位置図、数量
総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

70 7 7 14

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の積算情報
書、諸経費設定情報、内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導員計算表、図
面、位置図

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事内
訳書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導員日数算
定表、図面、位置図

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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71 7 7 14

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

72 7 7 14

大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の本工事内訳書、明細
書、単価表、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員計算書

大牟田市龍湖瀬町地内配水管布
設工事の金入り設計書の本工事
費内訳書、明細書、単価表、諸
経費計算確認書、交通誘導員計
算書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

73 7 7 14

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の本工事費内
訳書、明細書、単価表、諸経費
計算確認書、交通誘導警備員計
算書

大牟田市八江町地区都市下水路
改良工事（その2）の本工事費内
訳書、明細書、単価表、諸経費
計算確認書、交通誘導員日数算
定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

74 7 7 17

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R5-2工区）工
事、大牟田市公共下水道事業吉
野汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の本工事費内訳書、明
細書、単価表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R5-2工区）工
事、大牟田市公共下水道事業吉
野汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の本工事費内訳書、明
細書、単価表（R5-2のみ代価
表、内訳書あり）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

75 7 7 17

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の金入り設計書の本工事費内
訳書、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

76 7 7 17

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、交通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

77 7 7 24

年間水道使用量が30,000㎥以上
の施設
1.施設名と所在地（民間公共問
わず全て）
2.年間の水道使用量（〇年分）

年間水道使用量が30,000㎥以上
の施設
1.施設名と所在地（民間公共問
わず全て）
2.年間の水道使用量（〇年分）

一部公開 企業局 総務課 1.2

78 7 7 24

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の本体工事内訳書、明細書、
単価表、諸経費計算確認書、交
通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、交
通誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

79 7 7 31

大牟田市歴木地区三田堤改修工
事（その4）、大牟田市白岩五郎
川線道路排水施設改良工事（そ
の1）、大牟田市草木中尾地区都
市下水路改良工事の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事費
内訳書、明細書、単価表、施工
単価表、諸経費計算確認書

大牟田市歴木地区三田堤改修工
事（その4）、大牟田市白岩五郎
川線道路排水施設改良工事（そ
の1）、大牟田市草木中尾地区都
市下水路改良工事の積算情報
書、諸経費設定情報、諸経費計
算確認書、本工事費内訳書、明
細書、単価表、施工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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80 7 7 31

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事、大牟田市おおむ
たアリーナ駐車場整備工事の積
算情報書、諸経費設定情報、本
工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、諸経費計算確
認書

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事、大牟田市おおむ
たアリーナ駐車場整備工事の積
算情報書、諸経費設定情報、本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書、単価表、施工単価表

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

81 7 7 31

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事内訳書、明細書、単価表
一式（金あり）

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
本工事費内訳書、明細書、単価
表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

82 7 7 31

〇年〇月〇日三井化学ガス漏洩
事故の危険物製造所等災害届、
〇年〇月〇日三井化学ガス漏洩
事案の危険物製造所等災害届、
三井化学、消防本部等総合防災
訓練計画書（3年分）

〇年〇月〇日発生及び〇月〇日
発生の三井化学株式会社大牟田
工場ガス漏洩事故に関する危険
物製造書等災害届、三井化学株
式会社大牟田工場と大牟田市消
防本部等との総合防災訓練の訓
練計画書（3年分）

一部公開 消防本部 予防課 1.2

83 7 7 31
〇年〇月〇日三井化学ガス漏洩
事故の小隊活動報告書

〇年〇月〇日の三井化学ガス漏
洩事故の小隊活動報告書

一部公開 消防本部 警防課 1

84 7 8 1

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、交通誘導警
備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

85 7 8 1

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

86 7 8 4
〇年〇月〇日〇時〇分から〇時
までの大牟田市に関わる119番の
通報状況について

〇年〇月〇日〇時〇分から〇時
までの大牟田市に関わる119番の
通報状況

一部公開 消防本部 警防課 1

87 7 8 5

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

88 7 8 5

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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89 7 8 5

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、交通誘導警備員日
数算出表

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表、交通誘導員日数算
定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

90 7 8 7
市営住宅に関する損害保険の保
険証券の写し

令和7年度大牟田市営住宅賠償責
任保険の保険証券

一部公開 都市整備部 建築住宅課 2

91 7 8 7

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、交通誘導
員計算書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

92 7 8 7

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の本工事費内訳
書、明細書、その他下位の代価
表、単価表、諸経費計算確認
書、入力データ一覧表

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場整備工事の積算情報書、諸
経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

93 7 8 7

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事、大牟田市甘木道米
木線側溝改良工事、大牟田市八
江町地区都市下水路改良工事
（その2）、大牟田市大鳥居高辻
線道路改良工事、大牟田市今山
団地1号線側溝改良工事、大牟田
市新町今山線道路改良工事の本
工事費内訳書、明細書、その他
下位の代価表、単価表、諸経費
計算確認書、施工単価表、施工
パッケージ、入力データ一覧表

大牟田市草木中尾地区都市下水
路改良工事、大牟田市甘木道米
木線側溝改良工事、大牟田市八
江町地区都市下水路改良工事
（その2）、大牟田市大鳥居高辻
線道路改良工事、大牟田市今山
団地1号線側溝改良工事、大牟田
市新町今山線道路改良工事の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

94 7 8 7

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠（R7-1工区）工事、
大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事、
大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7-1工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-4工
区）工事の本工事費内訳書、明
細書、その他下位の代価表、単
価表、諸経費計算確認書、入力
データ一覧表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠（R7-1工区）工事、
大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事、
大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7-1工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-4工
区）工事の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

95 7 8 7

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の本工事内訳書、明細書、
単価表、諸経費計算確認書、交
通誘導警備員計算書

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
交通誘導員日数算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

96 7 8 7

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の本工事内訳書、明
細書、単価表、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員計算書

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、交通誘導
員計算書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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97 7 8 7

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事内訳書、明細書、単
価表、諸経費計算確認書、交通
誘導警備員計算書

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、交
通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

98 7 8 8

大牟田市新町今山線道路改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表、図面、位置図、数量
総括表

大牟田市新町今山線道路改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表、図面、位置図、数量
総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

99 7 8 8

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

100 7 8 8

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の金入り設計書の本工事費内
訳書、第9号明細書、第13号明細
書、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、第9号明細書、第13号
明細書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

101 7 8 8

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の当初設計の金入設計書の本
工事費内訳書、諸経費計算確認
書

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

102 7 8 8

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R７－１工区）
工事の諸経費計算確認書、工事
費内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R７－１工区）
工事の本工事費内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

103 7 8 8
大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の本工事内訳書、明細書、
単価表、施工単価表（金あり）

大牟田市今山団地1号線側溝改良
工事の本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

104 7 8 12

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事、大牟田市新町今山線道路改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、本体工事内訳書、明細
書、単価表（新町今山線の
み）、施工単価表、諸経費計算
確認書、交通誘導員数量計算書

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事、大牟田市新町今山線道路改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、本工事費内訳書、明細
書、単価表（新町今山線の
み）、施工単価表、諸経費計算
確認書、交通誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

105 7 8 12

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、交通誘導員
集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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106 7 8 12

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導員計算書

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

107 7 8 12

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の本体工事内訳書、明細書、
単価表、諸経費計算確認書、交
通誘導警備員計算表

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、交
通誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

108 7 8 18
〇年〇月〇日三井化学ガス漏洩
事故の小隊活動報告書

〇年〇月〇日三井化学ガス漏洩
事故の小隊活動報告書

一部公開 消防本部 警防課 1

109 7 8 19

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の工事費内訳書、明細書、単
価表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事費内訳書、明細書、
単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

110 7 8 19
大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の工事費内訳書、明細書

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の本工事費内訳書、明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

111 7 8 19

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の諸経費計算確認書、本体工
事費内訳書、明細書、施工単価
表、交通誘導警備員日数算出表

大牟田市歴木瓦町線舗装改良工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、施工単価
表、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

112 7 8 22

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7－1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

113 7 8 22
大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の諸経費計算確認書、
工事費内訳書、明細書、単価表

大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の本工事費内訳書、明
細書、単価表、諸経費計算確認
書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

114 7 8 26

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の金入り設計書の本工事費内
訳書、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書

一部公開 企業局 下水道課 2.4
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115 7 8 26
大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書

大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

116 7 8 26
大牟田市浄真町地内配水管布設
工事の本工事費内訳書、諸経費
計算確認書

大牟田市浄真町地内配水管布設
工事の本工事費内訳書、諸経費
計算確認書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

117 7 8 28

議案で上程された市道に対する
「認定告示」「区域決定告示」
「供用開始告示」「位置図」
「平面図（縮尺1/500～1/2500程
度の道路形状が分かる資料）」
令和6年度大牟田市議会第3回定
例会「第54号市道路線の認定に
ついて」

令和6年度大牟田市議会第3回定
例会「第54号　市道路線の認定
について」で上程された市道に
対する市道路線の認定に関する
告示、認定路線参考資料、市道
路の区域の決定に関する告示、
市道路の供用の開始に関する告
示、位置図、平面図

公開 都市整備部 土木管理課 －

118 7 9 1

大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、交通
誘導員計算表

大牟田市藤田町地内配水管布設
その5工事の積算情報書、諸経費
設定情報、本工事費内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導員計算書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

119 7 9 1

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業藤田三
川汚水幹線築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、交通誘導
員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

120 7 9 2

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、交
通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

121 7 9 2

大牟田市東萩尾町高専線外1線舗
装改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、総括表、内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導員計算表、図
面、位置図、数量総括表

大牟田市東萩尾町高専線外1線舗
装改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ、交
通誘導員計算表、位置図、図
面、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

122 7 9 3
R4～R6年度（直近3年分）資源
（紙類）売払計算書

取下げ 環境部 環境業務課 －

123 7 9 3

大牟田市公共下水道事業白川排
水区実施設計（R7-1工区）業務
委託の総括表、業務委託料内訳
書、単価表

大牟田市公共下水道事業白川排
水区実施設計（R7-1工区）業務
委託の総括表、業務委託料内訳
書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4
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124 7 9 8

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本体工事内訳書、明細書、
単価表
交通誘導警備員日数算出表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の総括表、本工事内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

125 7 9 12

〇年〇月〇日三井化学大牟田工
場のガス漏れ事案事故危険物製
造所等災害届、〇年〇月〇日三
井化学大牟田工場塩素系液体漏
れ事故危険物製造所等災害届

〇年〇月〇日発生の三井化学株
式会社大牟田工場ガス漏洩事項
に関する危険物製造所等災害
届、〇年〇月〇日発生の三井化
学株式会社大牟田工場塩素系液
体漏洩事故に関する危険物製造
所等災害届

一部公開 消防本部 予防課 1.2

126 7 9 12
〇年〇月〇日の三井化学大牟田
工場の小隊活動報告書

〇年〇月〇日の三井化学ガス漏
洩事故の小隊活動報告書

一部公開 消防本部 警防課 1

三井化学株式会社大牟田工場に
おける有毒ガス等漏洩時の広報
マニュアル（改定前）

公開 消防本部 予防課 －

三井化学株式会社大牟田工場に
おける有毒ガス等漏洩時の広報
マニュアル（改定後）

非公開
（不存在）

消防本部 予防課 －

128 7 9 16

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ、交
通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導警備員集計
表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

129 7 9 16

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、Ｂ代価表、
Ｃ代価表、単価表、施工単価
表、交通誘導警備員日数算出表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、B代価表、C
代価表、単価表、施工単価表、
交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

130 7 9 16

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の諸経費計算確認書、本
工事費内訳書、明細書、施工単
価表、交通誘導警備員日数算出
表

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の諸経費計算確認書、本
工事費内訳書、明細書、施工単
価表、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

131 7 9 16

大牟田市内の地番が示された地
図【地図の種類や名称、精度は
問わない】で、〇年中に登記異
動反映済みのshapeデータ

令和7年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界
（5）家屋現況図
※実測図基に作成したものでは
ありません。

公開 市民部 税務課 －

大牟田市と三井化学大牟田工場
で結んでいる事故発生時の広報
マニュアル改定前、改定後

127 7 9 12
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132 7 9 16

大牟田市内の土地の所在・地
番・地目・地積、家屋の所在・
地番・家屋番号・種類・構造・
床面積の登記情報のうち、一覧
の電磁的記録で保有する最新の
もの。

大牟田市内の土地の所在・地
番・地目、地積、家屋の所在・
地番・家屋番号・種類・構造・
床面積の登記情報のうち、一覧
の電磁的記録
上記以外の情報も含む課税台帳
等から、条例の規定で公開する
こととされている「法令等の規
定により公にされている情報」
としての登記情報

却下 市民部 税務課 －

133 7 9 17

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の設計書の本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の本工事費内訳
書、明細書、単価表、施工単価
表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

134 7 9 19

大牟田市白岩五郎川線道路排水
施設改良工事（その2）の積算情
報書、諸経費設定情報、内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導員計算表

大牟田市白岩五郎川線道路排水
施設改良工事（その2）の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、諸経費計算確認書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ、交通誘導警備
員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

135 7 9 19

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、施工単価表、施
工パッケージ、交通誘導員計算
表

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、施工単価表、施
工パッケージ、交通誘導員計算
表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

136 7 9 19

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の積算情報書、
諸経費設定情報、総括表、内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導員計算表

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の積算情報書、
諸経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導警備員計
算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

137 7 9 22

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の諸経費計算確
認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、交通
誘導警備員日数算定表

大牟田市三里町1丁目地区道路排
水施設改良工事の本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、交通
誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

138 7 9 22

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、交通誘導
警備員日数算定表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、興津誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

139 7 9 22

大牟田市今山団地1号線道側溝改
良工事の本工事費内訳書、第1～
4号明細書、第1～3号単価表（金
入り）

大牟田市今山団地1号線道側溝改
良工事の本工事費内訳書、第1～
4号明細書、第1～3号単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

140 7 9 22

大牟田八江町地区都市下水路改
良工事（その2）の本工事費内訳
書、第1～17号明細書、第1～16
号単価表（金入り）

大牟田八江町地区都市下水路改
良工事（その2）の本工事費内訳
書、第1～17号明細書、第1～16
号単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4
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141 7 9 22
大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の本工事費内訳書、第1～
6号明細書（金入り）

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事の本工事費内訳書、第1～
6号明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

142 7 9 22

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事費内訳書、第1～11号
明細書、第1～7号単価表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の本工事費内訳書、明細書
（第1～11号）、単価表（第1～7
号）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

143 7 9 24
旧大牟田市民体育館の配置図、
平面図、運営方法に関する資料

旧大牟田市民体育館の配置図及
び平面図（館内図）、大牟田市
体育施設等指定管理者事業計画
書

公開 市民協働部
スポーツ推
進室推進室

－

144 7 9 24

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R6-1工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

145 7 9 24

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書、単価表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

146 7 9 24

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員計算書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

147 7 9 25

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、交通誘導員
集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

148 7 9 25

大牟田市藤田町水路改良工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
総括表、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、施工単
価表、施工パッケージ

大牟田市藤田町水路改良工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
総括表、本工事内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

149 7 9 25

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の本工事内訳書、明細
書、単価表、諸経費計算確認
書、交通誘導員計算書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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　８号：社会的差別情報

24



150 7 9 26

大牟田市浜田町地内外配水管布
設工事、大牟田市本町1丁目地内
外配水管布設工事の当初設計の
金入り設計書の本工事費内訳
書、諸経費計算確認書

大牟田市浜田町地内外配水管布
設工事、大牟田市本町1丁目地内
外配水管布設工事の金入り設計
書の本工事内訳書、諸経費計算
確認書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

151 7 9 26

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の当初設計の金入り設
計書の本工事費内訳書、諸経費
計算確認書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造（R7-1工
区）工事の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

152 7 9 26

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の当初設計の金入り設計書の
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-2工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

153 7 9 29
大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
交通誘導警備員日数算出表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-2工区）工事の
交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

154 7 9 30

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

155 7 9 30

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区路改良工事の本工事費
内訳書、第1～4号明細書、第1～
11号単価表

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区路改良工事の本工事費
内訳書、第1～4号明細書、第1～
11号単価表

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

156 7 10 3

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区水路改良工事の諸経費
計算確認書、本工事費内訳書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区路改良工事の諸経費計
算確認書、本工事費内訳書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

157 7 10 3

大牟田市三池楠木地区都市下水
路改良工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、施工パッ
ケージ

大牟田市三池楠木地区都市下水
路改良工事の本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、施工パッ
ケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

158 7 10 6

大牟田市三池楠木地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ

大牟田市三池楠木地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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　８号：社会的差別情報
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159 7 10 6

大牟田市御大典記念グラウンド
第三種公認検定用改修工事の積
算情報書、諸経費設定情報、内
訳書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市御大典記念グラウンド
第三種公認検定用改修工事の積
算情報書、諸経費設定情報、内
訳書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

一部公開 市民協働部
スポーツ推

進室
2.4

160 7 10 6

①大牟田市公共下水道事業白川
排水区実施設計（R7-1工区）業
務委託、②大牟田市公共下水道
事業全体計画見直し業務、③大
牟田市公共下水道事業勝立処理
系統実施設計（R7-1工区）業務
委託の総括表、内訳書、明細
書、単価表、積算情報書、諸経
費設定情報、諸経費計算確認
書、業務作成項目内訳書（全体
計画のみ）

大牟田市公共下水道事業白川排
水区実施設計（R7-1工区）業務
委託、大牟田市公共下水道事業
全体計画見直し業務、大牟田市
公共下水道事業勝立処理系統実
施設計（R7-1工区）業務委託の
積算情報書、諸経費設定情報
（①③のみ）、諸経費計算確認
書、総括表（①③のみ）、業務
委託料内訳書、明細書（②③の
み）、単価表（①③のみ）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

161 7 10 9

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事、大牟田市東宮浦町末広
町線新宮浦橋補修工事の本工事
内訳書、明細書、単価表、諸経
費計算確認書、交通誘導警備員
計算書

大牟田市浄真町橘線外1線道路改
良工事、大牟田市東宮浦町末広
町線新宮浦橋補修工事の本工事
費内訳書、明細書、単価表、諸
経費計算確認書、交通誘導警備
員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

162 7 10 9
大牟田市公共下水道事業白川ポ
ンプ場機械設備増設工事の金入
り設計書一式

取下げ 企業局 施設課 －

163 7 10 10
大牟田市全域土地地番図令和7年
1月以降最新のShapeファイル

令和7年1月現在の地番図シェー
プデータ
（1）地番
（2）地番界
（3）大字名・町丁名
（4）大字界・町丁界
※実測図を基に作成したもので
はありません。

公開 市民部 税務課 －

164 7 10 14

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

165 7 10 16

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造(R7-1工区)工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造(R7-4工区)
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、本体工事内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、諸経
費計算確認書

大牟田市公共下水道事業勝立諏
訪汚水幹線築造(R7-1工区)工
事、大牟田市公共下水道事業藤
田汚水枝線管渠築造(R7-4工区)
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、本工事費内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

166 7 10 16

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事、大牟田市岬八幡
開地区都市下水路改良工事の積
算情報書、諸経費設定情報、本
体工事内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、諸経費計算確
認書

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事、大牟田市岬八幡
開地区都市下水路改良工事の積
算情報書、諸経費設定情報、本
工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、諸経費計算確
認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

167 7 10 16

大牟田市藤田町水路改良工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本体工事内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、諸経費計算確
認書

大牟田市藤田町水路改良工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、諸経費計算確
認書

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
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168 7 10 16

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
内訳書、明細書、単価表、施工
単価表、諸経費計算確認書

大牟田市農村環境整備事業岬明
治開地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表、諸経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

169 7 10 16

大牟田市白岩五郎川線道路排水
施設改良工事（その2）、大牟田
市三池楠木地区都市下水路改良
工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、本体工事内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、諸経費計
算確認書、交通誘導員数量計算
書

大牟田市白岩五郎川線道路排水
施設改良工事（その2）、大牟田
市三池楠木地区都市下水路改良
工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表、交通誘導警備員計算
表（白岩五郎川線のみ）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

170 7 10 16
〇年〇月〇日三井化学工場ガス
漏えいについての事故報告書、
小隊活動報告書

〇年〇月〇日の三井化学ガス漏
洩事故の小隊活動報告書

一部公開 消防本部 警防課 1

171 7 10 16

〇年〇月以前の三井化学工場で
の事故やトラブル、不具合、ヒ
ヤリ事案の事故報告書、小隊活
動報告書等の記録

〇年〇月以前の三井化学工場で
の事故やトラブル、不具合、ヒ
ヤリ事案の事故報告書、小隊活
動報告書等の記録

一部公開 消防本部 警防課 1.2

172 7 10 17

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書（鑑）、諸経費
設定情報、諸経費計算確認書、
内訳書、明細書、単価表（施工
パッケージを除く）

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-4工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

173 7 10 21
大牟田市市内一円区画線設置工
事（その2）の見積もり結果表

大牟田市市内一円区画線設置工
事（その2）の見積もり結果表

一部公開 都市整備部 土木建設課 4

174 7 10 21
建第〇号、建第〇号の過程等の
全文

建第〇号、建第〇号の起案文書
一式

一部公開 都市整備部 建築住宅課 1

175 7 10 22

三井化学のガス漏えい事故の〇
時〇分～〇時〇分までの会話や
行政文書、メモ、録音データ等
の記録すべて

〇年〇月〇日の三井化学ガス漏
洩事故の小隊活動報告書、三井
化学ガス漏洩事故に伴う傷病者
一覧

一部公開 消防本部 警防課 1

176 7 10 23

大牟田市稲荷山団地7号線側溝改
良工事の諸経費計算確認書、本
工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、交通誘導員日数算出表

大牟田市稲荷山団地7号線側溝改
良工事の本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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177 7 10 23

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の本工事費内訳
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、諸経費計
算確認書、交通誘導警備員計算
表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

178 7 10 23

大牟田市岬八幡開地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ、交
通誘導員計算表、図面、位置
図、数量総括表

大牟田市岬八幡開地区都市下水
路改良工事の積算情報書、諸経
費設定情報、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導警備員算定
表、図面、位置図、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

179 7 10 24

大牟田市公共下水道事業勝立処
理系統実施設計(R7-1工区)業務
委託の総括表、業務委託料内訳
書、単価表

大牟田市公共下水道事業勝立処
理系統実施設計(R7-1工区)業務
委託の総括表、業務委託料内訳
書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

180 7 10 24

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
当初設計の本体工事費内訳書、
諸経費計算確認書、第4号・第9
号明細書

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
諸経費計算確認書、本工事費内
訳書、第4号・第9号明細書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

181 7 10 28

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の積算情報
書（鑑）、諸経費設定情報、諸
経費計算確認書、内訳書、明細
書、単価表（施工パッケージを
除く）

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の積算情報
書（鑑）、諸経費設定情報、諸
経費計算確認書、本工事費内訳
書、明細書、単価表（施工パッ
ケージを除く）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

182 7 10 28

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
積算情報書（鑑）、諸経費設定
情報、諸経費計算確認書、内訳
書、明細書、単価表（施工パッ
ケージを除く）

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

183 7 10 28

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の本工事内訳書、明細
書、単価表、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員計算書

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の本工事内訳書、明細
書、単価表、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

184 7 10 28

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の本工事
内訳書、明細書、単価表、諸経
費計算確認書

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の本工事
費内訳書、明細書、単価表、諸
経費計算確認書

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

185 7 10 29

大牟田市農村環境整備事業甘木
雲町地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市農村環境整備事業甘木
雲町地区水路改良工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ

一部公開 産業経済部 農林水産課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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186 7 10 29

大牟田市稲荷山団地7号線側溝改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、施工単
価表、施工パッケージ、交通誘
導員計算表

大牟田市稲荷山団地7号線側溝改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、施工単
価表、施工パッケージ、交通誘
導警備員算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

187 7 10 29

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
総括表、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、交通誘
導警備員計算表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
総括表、本工事費内訳書、諸経
費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

188 7 10 29

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-1工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、交通誘導警備員
計算表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-1工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、交通誘
導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

189 7 10 29

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、交通誘導警備員日数算出表

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の本工事費内訳書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ、諸経費計算確認
書、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

190 7 10 29

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の諸経費
計算確認書、本工事費内訳書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の諸経費
計算確認書、本工事費内訳書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

191 7 10 29
大牟田市浜田町地内外配水管布
設工事の本工事費内訳書、明細
書（当初設計）

大牟田市浜田町地内外配水管布
設工事の本工事費内訳書、明細
書（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

192 7 11 4
建第〇号の建物調査に関わる全
記録

○○住宅の不良度測定に係る起
案文書一式

一部公開 都市整備部 建築住宅課 1

193 7 11 4

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の精算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導員計算表、図面、位置図、
数量総括表

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導警備員算定表、図面、位置
図、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

194 7 11 4

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の積算情
報書、諸経費設定情報、内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、諸経費計算確認書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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195 7 11 4

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の積算情報
書、諸経費設定情報、内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導員計算表

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事費
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ、交通誘導警備員
算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

196 7 11 4
大牟田市市内一円区画線設置工
事（その1）の見積結果表

大牟田市市内一円区画線設置工
事（その1）の見積結果表

一部公開 都市整備部 土木建設課 4

予防接種台帳（年齢、性別、接
種状況〔接種日、メーカー、
ロット番号、回数〕）

一部公開 保健福祉部 保健衛生課 1

未接種情報、死亡日、転出日、
転入日

非公開
（不存在）

保健福祉部 保健衛生課 －

198 7 11 4

大牟田市市民活動保険について
の下記文書
・令和7年度契約時の入札及び見
積合わせ等の結果
・令和7年度契約の保険証券

①令和7年度大牟田市市民活動補
償制度見積合わせ結果
②賠償責任保険証券

一部公開 市民協働部
地域コミュ
ニティ推進

課
2

199 7 11 6
令和〇年〇月〇日に契約した大
牟田市役所と〇〇法律事務所の
契約書

令和〇年〇月〇日に市と〇〇法
律事務所との間で締結した委託
契約書

一部公開 都市整備部 建築住宅課 2.4

200 7 11 6

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の諸経費計
算確認書、本工事費内訳書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ、交通誘導警備員
日数算出表

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事の本工事費
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、施工単価表、施
工パッケージ、交通誘導警備員
算定表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

201 7 11 6

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
諸経費計算確認書、総括表、本
工事費内訳書、明細書、単価
表、交通誘導員日数算出表

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
総括表、本工事費内訳書、諸経
費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

202 7 11 6

大牟田市三池四箇線外2線舗装改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、内訳書、諸経費計算確
認書、明細書、単価表、施工単
価表、施工パッケージ、交通誘
導員計算表、図面、位置図、数
量総括表

大牟田市三池四箇線外2線舗装改
良工事の積算情報書、諸経費設
定情報、本工事費内訳書、諸経
費計算確認書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、交通誘導員計算表、図面、
位置図、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

197 7 11 4

新型コロナワクチン接種が実施
期間における大牟田市民の年
齢、性別、死亡日、転出日、転
入日、接種日、メーカー、ロッ
ト番号、回数、宛名番号

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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203 7 11 7
大牟田市本町1丁目地内外配水管
布設工事の工事費内訳書、明細
書

大牟田市本町1丁目地内外配水管
布設工事の金入り設計書の本工
事費内訳書、明細書（当初設
計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

204 7 11 7
大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の工事費内訳書、明
細書

大牟田市大字歴木地内配水管布
設その1工事の金入り設計書の本
工事費内訳書、明細書（当初設
計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

205 7 11 11
大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の本工事費内訳
書、第1号～6号明細書

大牟田市東宮浦町末広町線新宮
浦橋補修工事の本工事費内訳
書、第１～6号明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

206 7 11 11
大牟田市明治町１丁目天神町線
道路排水施設改良工事の本工事
費内訳書、第1号～5号明細書

大牟田市明治町１丁目天神町線
道路排水施設改良工事の本工事
費内訳書、第1号～5号明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

207 7 11 11
大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の本工事費内訳書、第1
号～5号明細書

大牟田市今山歴木線高泉橋橋梁
補修工事の本工事費内訳書、第1
号～5号明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

208 7 11 11
大牟田市稲荷山団地７号線側溝
改良工事の本工事費内訳書、第1
号～4号明細書

大牟田市稲荷山団地７号線側溝
改良工事の本工事費内訳書、第1
号～4号明細書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

209 7 11 11
大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場遊具整備工事の本工事費内
訳書、第1号～3号明細書

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場遊具整備工事の本工事費内
訳書、第1号～第3号明細書

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

210 7 11 11
大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の本工事
費内訳書、第1号～第12号明細書

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の本工事
費内訳書、第1号～第12号明細書

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

211 7 11 11

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場遊具整備工事の積算情報
書、諸経費設定情報、内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工パッケージ

大牟田市おおむたアリーナ芝生
広場遊具整備工事の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事費
内訳書、諸経費計算確認書、明
細書、単価表、施工パッケージ

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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212 7 11 11

大牟田市東萩尾町高専線舗装改
良(2工区)工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表、図面、位置
図、数量総括表

大牟田市東萩尾町高専線舗装改
良(2工区)工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表、位置図、図
面、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

213 7 11 19
大牟田市船津新川河川改良工事
の諸経費計算確認書、工事費内
訳書、明細書、単価表

大牟田市船津新川河川改良工事
の諸経費計算確認書、工事費内
訳書、明細書、単価表（施工単
価表、施工パッケージを含む）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

214 7 11 19
大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の諸経費計算確認書、
工事費内訳書、明細書、単価表

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

215 7 11 19

大牟田市北磯町新開町線外1道路
排水施設工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市北磯町新開町線外1道路
排水施設工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

216 7 11 19

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、交通誘導警備員日数算出表

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、交通誘導警備員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

217 7 11 19

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、施工パッ
ケージ、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良工事の本工事費内訳
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、諸経費計
算確認書、交通誘導警備員計算
表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

218 7 11 20

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事、大牟田市北磯町新開
町線外1道路排水施設工事の本工
事費内訳書、諸経費計算確認書

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事、大牟田市北磯町新開
町線外1道路排水施設工事の本工
事費内訳書、諸経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

219 7 11 20

大牟田市消防本部管轄の危険物
施設において地下貯蔵タンク、
屋内貯蔵タンク、屋外貯蔵タン
クを有する事業所の一覧①事業
所名②住所③施設区分④品名⑤
数量

危険物施設における地下貯蔵タ
ンク、屋内貯蔵タンク、屋外貯
蔵タンクを有する事業所名、住
所、施設区分、品名、数量（廃
止及び休止中の施設は除く）

公開 消防本部 予防課 －

220 7 11 28

大牟田市北磯町新開町線外1道路
排水施設工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表

大牟田市北磯町新開町線外1道路
排水施設工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4
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221 7 11 28

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導員計算表

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

222 7 11 28

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良事業の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
施工単価表、施工パッケージ、
交通誘導員計算表

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良事業の積算情報書、諸
経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ、交通誘導警備員計
算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

223 7 12 1

新型コロナワクチン接種が実施
期間における大牟田市民の年
齢、性別、住民でなくなった
日、住民となった日、接種日、
メーカー、ロット番号、回数

予防接種台帳（生年月日又は抽
出日の年齢、性別、住民でなく
なった日、住民となった日、接
種状況〔接種日・メーカー・
ロット番号・回数〕）

公開 保健福祉部 保健衛生課 －

大牟田市消防本部管轄区域にお
ける消防法施行令別表第一に該
当する防火対象物情報
（所在地、対象物名称、用途、
棟名称、用途、階数、建物高
さ、建築面積、延べ面積、構
造、消防同意年、使用開始年月
日、特定一階段防火対象物の
別）

公開 消防本部 予防課 －

大牟田市消防本部管轄区域にお
ける消防法施行令別表第一に該
当する防火対象物情報
（消防同意月日、建築年月日）

非公開
（不存在）

消防本部 予防課 －

225 7 12 1

上官、健老町土地区画整理事業
に係る換地前後の地番が対照で
きる新旧地番対照表（換地処分
登記明細書又は土地区画整理法
施行規則第13条に基づく各筆換
地明細でも可）

上官、健老町土地区画整理事業
の新旧地番対照表

公開 都市整備部
都市計画・
公園課

－

226 7 12 1
事件番号令和〇年度第〇号の裁
決の一式

事件番号令和〇年度第〇号の裁
決書及び起案文書

一部公開 都市整備部 都市総務課 1

227 7 12 8

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の積算情報書（鑑）、
諸経費設定情報、諸経費計算確
認書、内訳書、明細書、単価表
（施工パッケージ除く）

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の積算情報書（鑑）、
諸経費設定情報、諸経費計算確
認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表（施工パッケージを
除く）

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

228 7 12 15

大牟田市ひばりヶ丘第二公園遊
具整備工事の積算情報書、諸経
費設定情報、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工パッケージ、図面、位置図、
数量総括表

大牟田市ひばりヶ丘第二公園遊
具整備工事の積算情報書、諸経
費設定情報、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、施工パッケージ、図面、
位置図、数量総括表

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

224 7 12 1

大牟田市消防本部の管轄区域に
おける消防法施行令別表第一に
該当する防火対象物の「所在
地、対象物名称、用途（項分
類）、棟名称、用途、回数、建
物高さ、建築面積、延べ面積、
構造、消防同意年月日、建築年
月日、使用開始年月日、特定一
階段等防火対象物の別」に係る
情報の最新のもの

＜該当号＞条例第７条第１項
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229 7 12 15

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の積算情報書（鑑）、
諸経費設定情報、諸経費計算確
認書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

230 7 12 22

令和4年度から令和6年度までの
LPガス料金計算方法と令和4年か
ら令和6年度までの灯油の基本単
価契約見積合わせ結果表又は見
積結果表（単価契約）

令和4～6年度LPガス料金計算方
法、令和4年度基本単価契約見積
合わせ結果表及び見積結果表
（単価契約）（灯油）

一部公開 企画総務部 契約検査室 4

231 7 12 23

大牟田市船津新川河川改良工事
（その2）の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導員計算表

大牟田市船津新川河川改良工事
（その2）の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、交通
誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

232 7 12 25

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

大牟田市藤田町地区都市下水路
改良工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

233 7 12 25
令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの市長公用車の運
行記録

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの市長公用車の運
行記録

公開 企画総務部
公共施設マ
ネジメント
推進課

－

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの休暇表（対象職
員分）

一部公開 都市整備部 都市総務課 1

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの領収書（対象職
員分）

非公開
（不存在）

都市整備部 都市総務課 －

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの市長、副市長1名
の領収書

公開 企画総務部 秘書課 －

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの市長及び副市長2
名の出勤記録、令和〇年〇月〇
日から令和〇年〇月〇日までの
副市長1名の領収書

非公開
（不存在）

企画総務部 秘書課 －

235 7 12 25

令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの市長及び副市長2
名の出勤記録及び期間内の領収
書

234 7 12 25
令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの該当職員の出勤
記録及び期間内の領収書

＜該当号＞条例第７条第１項
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　８号：社会的差別情報
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236 8 1 5

2025年12月19日市民団体や連盟
で「特攻兵器と同じ名称を学校
の名称にすることはあってはな
らない」と提出された要請文、
桜花中学校の名称を巡る反対文

白光・甘木中学校再編後の新校
の学校名（案）である「桜花中
学校」に対して、令和7年12月19
日に11の市民団体の連名で提出
された学校名（案）の再考を求
める要請文書

公開 教育委員会
学校再編推

進室
－

237 8 1 6

大牟田市公共下水道事業中部合
流管渠改築（R7-3工区）工事の
積算情報書、諸経費設定情報、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業　中部
合流管渠改築（R7-3工区）工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

238 8 1 6

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事、大牟田
市大牟田アリーナ芝生広場遊具
整備工事、大牟田市ひばりヶ丘
第二公園遊具整備工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表、諸経費計算確認書

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事、大牟田
市大牟田アリーナ芝生広場遊具
整備工事、大牟田市ひばりヶ丘
第二公園遊具整備工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、諸経費計算確認書、
明細書、単価表、施工単価表

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

239 8 1 6

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事、大牟田市
今山歴木線高泉橋橋梁補修工
事、大牟田市北磯町新開町線外1
道路排水施設工事の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事費
内訳書、明細書、単価表、施工
単価表、諸経費計算確認書

大牟田市明治町1丁目天神町線道
路排水施設改良工事、大牟田市
今山歴木線高泉橋橋梁補修工
事、大牟田市北磯町新開町線外1
道路排水施設工事の積算情報
書、諸経費設定情報、本工事費
内訳書、明細書、単価表、施工
単価表、諸経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

240 8 1 6

大牟田市三池四箇線外2線舗装改
良工事、大牟田市東萩尾高専線
舗装改良（2工区）工事、大牟田
市稲荷山団地7号線側溝改良工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、諸経費計
算確認書

大牟田市三池四箇線外2線舗装改
良工事、大牟田市東萩尾町高専
線舗装改良（2工区）工事、大牟
田市稲荷山団地7号線側溝改良工
事の積算情報、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、諸経費計
算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

241 8 1 6

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良工事、大牟田市新開町1
号線外道路排水施設工事、大牟
田市藤田町地区都市下水路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、諸経
費計算確認書

大牟田市平野山団地12号線外3線
側溝改良工事、大牟田市新開町1
号線外道路排水施設工事、大牟
田市藤田町地区都市下水路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、諸経費計算確認書、本工
事費内訳書、明細書、単価表、
施工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

242 8 1 8

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R７-1）工事の
諸経費計算確認書、工事費内訳
書、明細書8号、12号

大牟田市公共下水道事業　勝立
汚水枝線管渠築造（R7-1工区）
工事の本工事費内訳書、諸経費
計算確認書、明細書（7号、8
号、9号、12号）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

243 8 1 9

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の当初設計の金入設計書の本
工事費内訳書、第7号・第8号・
第9号・第12号明細書、諸経費計
算確認書

大牟田市公共下水道事業勝立汚
水枝線管渠築造（R7-1工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、第7号・第8
号・第9号・第12号明細書

一部公開 企業局 下水道課 2.4

244 8 1 9

大牟田市船津新川河川改良工事
（その2）の当初設計の金入りの
本工事費内訳書、諸経費計算確
認書

大牟田市船津新川河川改良工事
（その2）の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報

35



245 8 1 15

大牟田市手鎌田隈線道路改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、交通誘導
員計算表

大牟田市手鎌田隈線道路改良工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ、交
通誘導員計算表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

246 8 1 22

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事、大牟田市北磯町新開
町線外1道路排水施設工事の本工
事費内訳書、諸経費計算確認書

取下げ 都市整備部 土木建設課 －

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の用務先
とのやり取りが分かる資料

一部公開 都市整備部 建築住宅課 1

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の事務引
継書

非公開
（不存在）

都市整備部 建築住宅課 －

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の旅行命
令（依頼）兼復命、出張復命書

一部公開 都市整備部 都市総務課 1

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の用務先
とのやり取りが分かる資料

公開 都市整備部 都市総務課 －

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の旅費精
算書、庁舎入退館記録、事務引
き継ぎ書、当該部署の予算執行
率の推移、領収書

非公開
（不存在）

都市整備部 都市総務課 －

249 8 1 29
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の公用車
運行記録

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の公用車
運行記録

公開 企画総務部
公共施設マ
ネジメント
推進課

－

248 8 1 29

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の旅行命
令簿、復命書、用務先とのやり
取りが分かる資料、旅費精算
書、庁舎入退館記録、事務引継
書、予算執行率の推移、全領収
書

247 8 1 29

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の用務先
とのやり取りが分かる資料、事
務引継書

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員のパソコ
ンのログイン・ログオフログ

一部公開 企画総務部
デジタル行
政推進室

6

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員のパソコ
ンのログイン・ログオフログ

非公開 企画総務部
デジタル行
政推進室

－

251 8 1 29
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の支出負
担行為決議書

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員の支出負
担行為決議書

一部公開 － 会計課 1

252 8 2 13

大牟田市有木島山下線道路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、図面、位
置図、数量総括表

大牟田市有木島山下線道路改良
工事の積算情報書、諸経費設定
情報、内訳書、諸経費計算確認
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ、位置図、
図面、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

253 8 2 13

大牟田市大字倉永地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ、図
面、位置図、数量総括表

大牟田市大字倉永地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、本工事費内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ、図面、位置図、数量総括表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

254 8 2 19

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の積算情
報書、諸経費設定情報、諸経費
根拠書、本工事費内訳書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市中友公園外1公園オンサ
イト貯留浸透施設工事の積算情
報書、諸経費設定情報、本工事
費内訳書、諸経費計算確認書、
明細書、単価表、施工単価表、
施工パッケージ

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課

2.4

255 8 2 19

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事、大牟田市新開町1号線
道路排水施設（健老町地区）そ
の2工事の積算情報書、諸経費設
定情報、諸経費根拠書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表、施工パッケージ

大牟田市新開町1号線外道路排水
施設工事、大牟田市新開町1号線
道路排水施設（健老町地区）そ
の2工事の積算情報書、諸経費設
定情報、諸経費計算確認書、本
工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

256 8 2 19

大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）その2工事の諸
経費計算確認書、本工事費内訳
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ

大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）その2工事の諸
経費計算確認書、本工事費内訳
書、明細書、単価表、施工単価
表、施工パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

257 8 2 26

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の諸経費計算確認書、総括
表、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

250 8 1 29

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇
月〇日までの該当職員のパソコ
ンのログ（開始時間・終了時
間）

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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258 8 2 26

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、交通誘導警備員日数算出表

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の本工事費内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導員計算書（当初設
計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

259 8 2 26
大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の諸経費計算確認書、
工事費内訳書、明細書7号

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の本工事費内訳書、明
細書7号、諸経費計算確認書（当
初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

260 8 2 26
大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の諸経費計算確認
書、工事費内訳書、明細書9号

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書9号
（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

261 8 2 26

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の諸経費計算確認書、工事時
内訳書、明細書11～13号、16
号、17号、20号、21号

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書11～13号、16
号、17号、20号、21号

一部公開 企業局 下水道課 2.4

262 8 2 26

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の諸経費計算確認書、工事費
内訳書、明細書7号、12号、13
号、単価表第1号

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の本工事費内訳書、諸経費計
算確認書、明細書第7、12、13
号、単価表第1号

一部公開 企業局 下水道課 2.4

263 8 2 27

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の金入設計書の本工事費内訳
書、諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

264 8 2 27

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の金入設計書の本工事費内訳
書、明細書第6～8号、11～13
号、16号、17号、20号、21号、
諸経費計算確認書

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書第6～8号、11
～13号、16号、17号、20号、21
号

一部公開 企業局 上水道課 2.4

265 8 2 27

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の金入設計書の本工事
費内訳書、第12号明細書、諸経
費計算確認書

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の金入設計書の本工事
費内訳書、第12号明細書、諸経
費計算確認書（当初設計）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

266 8 2 27

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の金入設計書の本
工事費内訳書、第9号、第17号、
第18号明細書、諸経費計算確認
書

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の金入設計書の本
工事費内訳書、第9号、第17号、
第18号明細書、諸経費計算確認
書（当初設計）

一部公開 企業局 下水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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267 8 3 2

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、交通誘導員計算書
（当初設計）

一部公開 企業局 上水道課 2.4

268 8 3 2

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の諸経費計算確認書、総括
表、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導警備員日数算
出表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の総括表、諸経費計算確認
書、本工事費内訳書、明細書、
単価表、交通誘導員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

269 8 3 6

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表、施工パッケー
ジ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

270 8 3 11
大牟田市市民課窓口業務委託契
約の契約書

大牟田市市民課窓口業務委託契
約書

一部公開 市民部 市民課 2

271 8 3 12
大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の工事費内訳
書

大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の工事費内訳
書

一部公開 教育委員会 学務課 2.4

272 8 3 13
大牟田市手鎌学童保育所新築工
事に伴う外構整備工事の内訳書

大牟田市手鎌学童保育所新築工
事に伴う外構整備工事の工事内
訳書

一部公開 保健福祉部
子ども育成

課
2.4

273 8 3 13
大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の内訳書

大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の内訳書

一部公開 教育委員会 学務課 2.4

274 8 3 13

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、施工
単価表、施工パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

275 8 3 13

大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）その2工事の積
算情報書、諸経費設定情報、内
訳書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

大牟田市新開町1号線道路排水施
設（健老町地区）その2工事の積
算情報書、諸経費設定情報、内
訳書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、施工単価表、施工
パッケージ

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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276 8 3 13

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、交
通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業吉野汚
水枝線管渠築造（R7-5工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

277 8 3 13

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、内訳書、諸経費計
算確認書、明細書、単価表、交
通誘導員計算表

大牟田市公共下水道事業藤田汚
水枝線管渠築造（R7-3工区）工
事の積算情報書、諸経費設定情
報、総括表、本工事費内訳書、
諸経費計算確認書、明細書、単
価表、交通誘導警備員集計表

一部公開 企業局 下水道課 2.4

278 8 3 13

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の積算情報書、諸
経費設定情報、内訳書、諸経費
計算確認書、明細書、単価表、
交通誘導員計算表

大牟田市大字吉野地内配水管布
設その4-2工事の積算情報書、諸
経費設定情報、本工事費内訳
書、諸経費計算確認書、明細
書、単価表、交通誘導員計算書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

279 8 3 13

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の積算情報書、諸経費
設定情報、内訳書、諸経費計算
確認書、明細書、単価表、交通
誘導員計算表

大牟田市藤田町地内配水管布設
その2工事の積算情報書、諸経費
設定情報、本工事費内訳書、諸
経費計算確認書、明細書、単価
表、交通誘導員計算書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

280 8 3 18
大牟田市延命公園外39公園トイ
レ清掃業務委託の見積結果表

大牟田市延命公園外39公園トイ
レ清掃業務委託の見積結果表

一部公開 都市整備部
都市計画・
公園課
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281 8 3 18
本庁舎清掃業務委託の見積結果
表

取下げ 企画総務部
公共施設マ
ネジメント
推進課

－

282 8 3 19
大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備工事の本工事費内訳
書

大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備工事の工事内訳書

一部公開 教育委員会 学務課 2.4

283 8 3 23

大牟田市大字倉永地区水路災害
復旧工事、大牟田市有木島山下
線道路改良工事、大牟田市萩尾
町２丁目地区水路災害復旧工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、本工事費内訳書、明細書、
単価表、施工単価表、諸経費計
算確認書

大牟田市大字倉永地区水路災害
復旧工事、大牟田市有木島山下
線道路改良工事、大牟田市萩尾
町２丁目地区水路災害復旧工事
の積算情報書、諸経費設定情
報、諸経費計算確認書、本工事
費内訳書、明細書、単価表、施
工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

284 8 3 23

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、本工事費内訳書、明
細書、単価表、施工単価表、諸
経費計算確認書

大牟田市大字草木地区水路災害
復旧工事の積算情報書、諸経費
設定情報、諸経費計算確認書、
本工事費内訳書、明細書、単価
表、施工単価表

一部公開 都市整備部 土木建設課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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285 8 3 23
大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の本工事費内
訳書

大牟田市旧橘中学校再編テニス
コート整備等工事の工事内訳書

一部公開 教育委員会 学務課 2.4

286 8 3 27

大牟田市大黒町2丁目地内外配水
管布設その2工事の当初設計の金
入り設計書の本工事費内訳書、
第6号、第7号，第14号明細書、
諸経費計算確認書

大牟田市大黒町2丁目地内外配水
管布設その2工事の本工事費内訳
書、第6号、第7号、第14号明細
書、諸経費計算確認書

一部公開 企業局 上水道課 2.4

＜該当号＞条例第７条第１項
　１号：個人情報、２号：法人等情報、３号：審議等情報、４号：行政運営情報、５号：任意提供情報、６号：社会的障害情報、７号：法令秘情報、
　８号：社会的差別情報
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第２節 情報提供等 
 

（令和７年４月１日～令和８年３月 31日） 

 

１ 情報公開センター 

 情報公開センターには、市が作成した刊行物やパンフレット等の資料を備えており、自由に利用

できます。 

 令和７年度の情報公開センターの利用状況は、表８～表 1０のとおりです。 

 

 (１)情報公開センター利用の内訳 

   表８                    （単位：件） 

区 分 

受付の状況 

合 

 

計 

内   訳 

来 

訪 

文 

書 

電 

話 

R７.４.１～ 

R８.３.31 
53 53 0 0 

 

 (２)複写サービス利用状況 

   表９ 

区     分 R７.４.１ ～ R８.３.31 

コピー件数（件） 12 

コピー枚数（枚） 415 

  （注）情報公開センター内設置資料の複写サービス利用のみ 

     持込資料の複写サービスは除く 

   

 (３)主な行政資料の提供状況 

   表 10                                                                     （単位：件） 

資 料 区 分 所  管  部 提供件数 

入札結果表等契約関係 企 画 総 務 部 18 

予算説明書 企 画 総 務 部 11 

大牟田市行政機構図 企 画 総 務 部 6 

ハザードマップ 防災危機管理室 6 

ごみ・リサイクルカレンダー 環  境  部 2 

大牟田市住民基本台帳人口 企 画 総 務 部 2 

耐震資料 企 画 総 務 部 2 

観光ガイド 産 業 経 済 部 2 

その他 

市議会各委員会資料、路線価図、職員名簿、文化財

マップ他 

 4 

合     計  53 

 

２ その他 

情報公開センターでの情報提供の他、大牟田市公式ホームページ・広報おおむたへの掲載、報道

機関への発表などにより、情報の公表及び提供に努めています。 
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（資料１） 

 

大牟田市情報公開条例 

平成15年３月31日 

条 例 第 37 号 

改正 平成18年 ６月30日条例第14号 

平成21年12月28日条例第18号 

平成28年３月31日条例第39号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び

情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政に関し市民に説明する市の責務が全うさ

れるようにするとともに、市民の市政への参加を一層促進し、市民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明

で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人（地

方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

及び大牟田市土地開発公社をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（市が設立した地方独立行政法人及び大牟田市土地開発

公社にあっては、役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものを

いう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行

されるものを除く。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用すると

ともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 

２ 実施機関は、この条例の趣旨にのっとり、公文書を作成するものとする。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求する権利を行使しようとするものは、これを濫用し

てはならない。 

２ この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に用いなければ

ならない。 

 

第２章 公文書の公開 

（公開請求権） 

第５条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。 

（公開の請求の方法） 

第６条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を

提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表

者の氏名 

(２) 公開の請求に係る公文書の内容 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、前項の規定による公開の請求（以下「公開請求」

という。）をしたもの（以下「請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがで

きる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな

らない。 

（公文書の公開義務） 
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第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「非公開

情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければなら

ない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる

情報を除く。 

ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすること

が予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められ

る情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独

立行政法人通則法（平成 11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに地方三公

社（地方住宅供給公社法（昭和 40年法律第124号）第１条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社

法（昭和45年法律第 82号）第１条に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律（昭

和47年法律第66号）第 10条に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）

である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分（これらの部分を公にすることにより、当該個人の

権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。） 

エ 食糧費及び交際費の執行に係る個人の氏名及び職名の部分で、公にすることが公益上必要なものとし

て、市長があらかじめ公示した基準に該当するもの 

(２) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社を除く。以

下この項において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、公にすることにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報を除く。 

(３) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社の内部又は

相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると客観的かつ合理的に認められるもの 

(４) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは地方三公社が行う事

務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政

法人又は地方三公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(５) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等にお

ける通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付けることが当該情報の性質、当時

の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(６) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序

の維持に支障が生じるおそれがある情報 
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(７) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国等の機関の指示により公にすることができない

と認められる情報 

(８) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報 

２ 前項第１号イ又はエの規定の適用については、当該個人の権利利益を不当に害しないようにしなければなら

ない。 

（公文書の部分公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が

記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき

公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき

は、この限りでない。 

２ 公開請求に係る公文書に前条第１項第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）が記

録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができるこ

ととなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる

ときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第７条第１項第７号に該当する情報を除く。）が記

録されている場合であっても、公益上特に必要があると客観的かつ合理的に認められるときは、請求者に対し、

当該公文書を公開することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開

情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができ

る。 

（公開請求に対する決定及び通知） 

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対

し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに公文書を公開

することができる場合には、口頭で通知することができる。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（前条の規定により公開請求を拒否するとき、

及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。）は、公開しない旨の決定をし、請求者

に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（公開決定等の期限） 

第12条 前条各項の決定（以下「公開決定等」という。）は、当該請求があった日の翌日から起算して 14日以

内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由がある

ときは、当該請求があった日の翌日から起算して 30日を限度としてその期限を延長することができる。この場

合において、実施機関は、速やかに、請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通知しな

ければならない。 

（公開決定等の期限の特例） 

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して 30日以内に

そのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前

条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期限内に公開決定

等をし、残りの公文書については相当の期限内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、

同条第１項に規定する期限内に、請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この条を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの公文書について公開決定等をする期限 

（事案の移送） 

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機

関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実

施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 
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２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開

決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた

実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第１項の決定（以下「公開決定」という。）をしたと

きは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該

公開の実施に必要な協力をしなければならない。 

（理由付記等） 

第15条 実施機関は、第11条各項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、請

求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由

の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得

るものでなければならない。 

２ 実施機関は、前項の場合において、当該公文書を公開しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示すること

ができるときは、その期日を併せて通知しなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第16条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、

地方三公社及び請求者以外のもの（以下この条、第 20条第２項及び第 21条において「第三者」という。）に

関する情報が記録されているときは、公開決定等に当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る

公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係

る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならな

い。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第７条第１

項第１号イ、同項第２号ただし書又は同項第５号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により公開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思

を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書（第 20

条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開す

る日を書面により通知しなければならない。 

（公文書の公開の方法） 

第17条 公文書の公開は、閲覧又は視聴、写しの交付その他の規則で定める方法により、速やかに行う。 

２ 実施機関は、前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書の保存に支障を生じる

おそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。 

３ 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日の翌日から起算して 30日以内に限り、

実施機関に対し、規則で定めるところにより更に当該公文書の公開を受ける旨を申し出ることができる。 

（費用負担） 

第18条 公開決定に基づく公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければ

ならない。 

（審査請求） 

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法（平成 26年法律第68

号）の規定に基づき審査請求をすることができる。 

２ 前項の審査請求については、行政不服審査法第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決を

すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大牟田市情報公開審査会に諮問しなければな

らない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(２) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合（当該

公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、次の各号に掲げるものに対し、

諮問をした旨を通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。） 
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(２) 請求者（請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は

参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第21条 第16条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(１) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全部を公開する場合を除く。）を変更し、当該審

査請求に係る公文書を公開する旨の裁決（第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示し

ている場合に限る。） 

（苦情申出） 

第22条 実施機関は、請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情の申出があった場合には、迅速

かつ公正に処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、実施機関において必要があると認めるものについては、大牟田市情報公開審査会の意

見を聴くものとする。 

（他の法令等との調整等） 

第23条 この章の規定は、他の法令等の規定により、何人にも公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄

本その他写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。 

２ この章の規定は、図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理して

いる公文書については、適用しない。 

 

第３章 大牟田市情報公開審査会 

（大牟田市情報公開審査会） 

第24条 次の各号に掲げる事務を行うため、大牟田市情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

(１) 第20条第１項の規定による諮問に応じて答申すること。 

(２) 第22条第２項の規定により、苦情の申出について意見を述べること。 

(３) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。 

２ 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員は、地方自治及び情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（審査会の調査権限） 

第25条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求める

ことができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることがで

きない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情

報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることが

できる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問

実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をするこ

とができる。 

５ 審査会は、前条第１項第２号及び第３号に規定する事務を行うため必要があるときは、実施機関又は苦情の

申出をしたものに意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） 

第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与

えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭すること

ができる。 

（意見書等の提出） 

第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又

は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 
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（提出資料の写しの送付等） 

第28条 審査会は、第25条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、

当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するもの

とする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限り

でない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場

合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなけ

れば、その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又

は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、そ

の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第29条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、非公開とする。 

（答申書の送付等） 

第30条 審査会は、第20条第１項の規定による諮問に応じて答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及

び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（規則への委任） 

第31条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第４章 情報公開の総合的な推進 

（情報公開の総合的な推進） 

第32条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、第２章に定めるところにより公文書を公

開するほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるも

のとする。 

（情報提供施策の拡充） 

第33条 実施機関は、市民が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するとともに、市民による情報の有効利用に

供するため、情報の収集、管理及び提供機能の強化に努めるものとする。 

（情報公表制度の拡充） 

第34条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法

の整備を図るほか、情報の公表に適する情報を把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。 

（指定管理者の情報公開） 

第35条 実施機関は、指定管理者（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第244条の２第３項に規定する指定管

理者をいう。以下同じ。）が保有する情報であって、当該指定管理者が管理する同法第 244条第１項に規定す

る公の施設に関するもののうち実施機関が保有していないものについて公開の請求があったときは、速やかに、

当該指定管理者に対し、当該情報の提出を求めるものとする。 

２ 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。 

（出資法人等の情報公開） 

第36条 市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人（市が設立した地方独立行政法人及

び大牟田市土地開発公社を除く。）であって、規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は、その性格

及び業務内容に応じ、保有する情報の公開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。 

３ 実施機関は、市が年額100万円以上の補助金、交付金又は負担金（以下「補助金等」という。）を交付して

いる法人その他の団体（市が設立した地方独立行政法人及び大牟田市土地開発公社を除く。以下「補助金等交

付団体」という。）の当該補助金等の執行状況に関する情報のうち実施機関が管理していないものについて公

開請求があった場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第 221条の規定の趣旨にのっとり、当

該補助金等交付団体に対し、当該情報の提出を求めるものとする。 

４ 補助金等交付団体は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努め

なければならない。 

 

第５章 雑則 

（公文書の管理等） 
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第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。 

２ 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 

（市長の助言等） 

第38条 市長は、他の実施機関に対し、この条例による情報公開制度の運用に関し報告を求め、又は助言をする

ことができる。 

（運用状況の公表） 

第39条 市長は、毎年１回、この条例の運用状況について公表しなければならない。 

（委任） 

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第41条 第24条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰金に処す

る。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 実施機関のうち大牟田市土地開発公社については、この条例中公文書の公開に関する規定は、施行日以後に

大牟田市土地開発公社の役員又は職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。 

３ この条例の施行の際現に改正前の大牟田市情報公開条例（以下「旧条例」という。）第６条の規定によりな

されている公開の請求は、改正後の大牟田市情報公開条例（以下「新条例」という。）第６条第１項の規定に

よる公開請求とみなす。 

４ 施行日前に旧条例第７条の規定によりなされた公文書の全部又は一部を公開する決定及び公文書の全部を公

開しない決定、当該決定に要する期限の延長の通知並びに当該決定の内容の通知は、新条例第 11条又は第 12

条第２項の規定によりなされた決定及び通知とみなす。 

５ この条例の施行の際現に旧条例第 11条、第12条第２項及び第 13条第２項第３号の規定により同条第１項の

規定に基づき設置された大牟田市情報公開審査会（以下「旧審査会」という。）に対しなされている諮問その

他の行為は、新条例第19条、第 22条第２項及び第24条第１項第３号の規定により審査会に対しなされたもの

とみなす。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第 12条第１項の規定によりなされている苦情の申出は、新条例第 22条第１

項の規定によりなされたものとみなす。 

７ 旧審査会は、新条例第24条第１項の規定により置く審査会となり、同一性を持って存続するものとする。 

８ この条例の施行の際現に旧審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第 24条第３項の規定により審査会の

委員に委嘱されたものとみなす。 

９ 施行日前に旧条例第13条第２項及び第３項の規定により旧審査会が行った行為は、新条例第 24条第１項及

び第25条第３項から第５項までの規定による審査会の行為とみなす。 

10 施行日前に実施機関の職員（大牟田市土地開発公社の役員及び職員を除く。次項において同じ。）が作成し、

又は取得した公文書（旧条例の規定の適用を受ける公文書（以下「旧公文書」という。）を除く。）について

は、新条例第２章（第19条から第 22条までの規定を除く。）の規定は、適用しない。 

11 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書（旧公文書に限る。）については、新条例第７条

から第９条までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

12 第10項の規定にかかわらず、平成７年４月１日前に決裁又は収受の手続が終了した公文書（大牟田市土地開

発公社の役員及び職員が作成し、又は取得したものを除く。）のうち、公開のための整理が終わったものとし

て市長が指定したものについては、その指定した日から新条例第２章の規定を適用する。この場合において、

新条例第７条から第９条までの規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。 

13 新条例第35条第３項及び第４項の規定は、平成 15年度以後の補助金等の交付を受けた団体について適用す

る。 

（地方独立行政法人の成立に係る経過措置） 

14 地方独立行政法人（市が設立したものに限る。この項及び次項において同じ。）の成立の際現にこの条例の

規定により実施機関に対し行われている公開請求その他の行為のうち、当該地方独立行政法人が実施機関から

承継した公文書（次項において「承継公文書」という。）に係るものについては、当該地方独立行政法人の成

立の日以後は、当該地方独立行政法人に対しなされたものとみなす。 
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15 地方独立行政法人の成立の日前にこの条例の規定により実施機関が行った公開決定等その他の行為のうち、

承継公文書に係るものについては、当該地方独立行政法人の成立の日以後は、当該地方独立行政法人が行った

ものとみなす。 

付 則（平成18年６月 30日条例第14号） 

この条例は、平成18年７月１日から施行する。 

付 則（平成21年12月 28日条例第18号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

   付 則（平成28年３月 31日条例第39号） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大牟田市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる公開決定等（同条例第 12条第１

項に規定する公開決定等をいう。以下同じ。）又は同日以後にされる公開請求（同条例第６条第２項に規定する

公開請求をいう。）に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた公開決定等に係る不服申立て

については、なお従前の例による。 

   付 則（令和7年3月 31日条例第28号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を

有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合におい

て、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」

という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）

第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第

１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第

１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれそ

の刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力

を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の

規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者

は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた

者とみなす。 

 （大牟田市会計年度任用短時間勤務職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和

４年法律第６８号。以下「整理等法」という。）並びにこの条例（以下これらを「刑法等一部改正法等」という。）

の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第５条の規定に

よる改正後の大牟田市会計年度任用短時間勤務職員の報酬等に関する条例第２１条第１項（第１号に係る部分

に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につ

き起訴をされた者とみなす。 

 （大牟田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をさ

れた者は、第６条の規定による改正後の大牟田市一般職の職員の給与に関する条例第２０条の３第１項（第１

号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められ

ている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （大牟田市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をさ

れた者は、第７条の規定による改正後の大牟田市職員退職手当条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１

項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに大牟田市職員退職手当条例第１７条第３項の規定

の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 
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第３章 大牟田市の個人情報保護制度のあらまし 

 

  令和３年５月 19 日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたこ 

とにより、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の 

行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた３本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する 

法律（以下「個人情報保護法」）に一本化されました。 

また、令和５年４月１日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用される 

こととなりました。 

大牟田市における個人情報の取扱い等については、これまで大牟田市個人情報保護条例（平成 14 年条例 

第 22 号）において定めてきましたが令和５年４月１日から個人情報保護法の適用となることから、大牟田 

市個人情報保護条例を廃止し、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「大牟田市個人 

情報の保護に関する法律施行条例」（令和５年条例第 29 号）を制定し、令和５年４月１日から施行してい 

ます。 

 

第１節 個人情報保護制度 
 

１ 個人情報保護法の概要 

（１）個人情報（個人情報保護法第２条第１項） 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、 

図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する 

ことができない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、 

動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。）により特定の個 

人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識 

別することができることとなるものを含む。）及び個人識別符号が含まれるもの。 

 

（２）保有個人情報（個人情報保護法第 60 条第１項） 

行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織 

的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書（行政機関 

の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42 号。以下「行政機関情報公開法」とい

う。）第２条第２項に規定する行政文書をいう。）、法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公 

開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第２項に規定する法人文書（同項第４号に掲げる

ものを含む。）をいう。）又は地方公共団体等行政文書（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関

又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行

政法人が保有しているもの（行政機関情報公開法第２条第２項各号に掲げるものに相当するものとし

て政令で定めるものを除く。）をいう。）に記録されているものに限る。 

 

（３）個人情報の保有の制限等（個人情報保護法第 61 条）  

行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第 66 条第２項第３号及び第 
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４号、第 69 条第２項第２号及び第３号並びに第４節において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂 

するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。 

また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を有してはならない。 

 

（４）安全管理措置（個人情報保護法第 66 条） 

行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理 

のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

（５）利用及び提供の制限（個人情報保護法第 69 条） 

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利 

用し又は提供してはならない（第 69 条第２項各号に該当すると認めるときを除く）。 

 

（６）開示請求権（個人情報保護法第 76 条） 

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行 

政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 

 

（７）訂正請求権・利用停止請求権（個人情報保護法第 90・98 条） 

何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定める 

ところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正（追加 

又は削除を含む。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の 

規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

何人も、自己を本人とする保有個人情報が 98 条１項１号及び２号のいずれかに該当すると思料する 

ときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、98 条 

１項１号及び２号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、 

消去又は提供の停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りで 

ない。 

 

（８）罰則（個人情報保護法第 176・180・181 条） 

行政機関等の職員若しくは職員であった者、第 66 条第２項各号に定める業務若しくは第 73 条第５ 

項若しくは第 121 条第３項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機 

関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若し 

くは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第 60 

条第２項第 1 号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。） 

を提供したときは、２年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 176 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な 

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、２年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処する。 

行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に 

属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、２年以下の拘禁刑又は 100 万

円以下の罰金に処する。 
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２ 大牟田市個人情報の保護に関する法律施行条例の主な内容 

 

（１）実施機関（施行条例第２条第１項） 

個人情報保護制度を実施する機関は、市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、 

監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、市が設立した地方独立行政法人です。 

 

（２）個人情報取扱事務の届出及び閲覧（施行条例第４条） 

個人情報を取り扱う事務を開始、廃止又は変更しようとするときは、あらかじめ、一定の事項を市 

長に届け出ることにより、制度の適正かつ統一的な運用を図ることとしています。また、届出に係る 

事項を記録した目録を整備し、市民の閲覧に供します。 

 

（３）開示請求に係る手数料（施行条例第６条） 

開示等は無料ですが、用紙に複写する場合は、白黒１枚（片面）10 円、カラー１枚（片面）50 円

を負担しなければなりません。 

 

（４）大牟田市個人情報保護審議会（施行条例第９条） 

審議会は、５人以内の委員により構成され、地方自治及び個人情報保護制度に関して優れた識見を 

有する者のうちから、市長が委嘱することになっています。 

審議会の主な機能は、次のとおりです。 

①個人情報の適正な取扱いを確保するための実施機関からの諮問に応じ、調査審議すること。 

②開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に対する審査請求について、調査審議すること。 

 

３  保有個人情報等の開示請求等の受付窓口 

保有個人情報及び指定管理者保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関する請求書の受付は、情報公 

開センターで行っています。ただし、大牟田市立病院に係る保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関 

する請求書の受付については、同病院の診療情報管理室で行っています。 
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第４章  個人情報保護制度の運用について 

第１節 個人情報保護制度の運用状況 

   （令和７年４月１日～令和８年３月 31日） 

 

１ 保有個人情報等の開示請求等の処理状況 

令和７年度の保有個人情報の開示請求の件数は 55 件、訂正、削除又は中止の請求はありませんで

した。 

なお、保有個人情報の「不存在」の通知は不開示決定処分の中に含まれています。 

保有個人情報の開示請求の処理状況は、表１のとおりです。 

    表１                                       （単位：件） 

受付場所 開示請求 

開示請求に係る決定 審査請求 

開 示 
部 分 

開 示 

不開示 
取下げ  取下げ 

 不存在 

情報公開センター 55 28 8 19 (19) 2 0 （0） 

大牟田市立病院 0 0 0 0 (0) 0 0 （0） 

合計 55 28 8 19 (19) 2 0 （0） 

   ＊1 つの請求に対して複数の決定をしたものがあるため、決定の合計は請求の件数と一致しません。 

 

２  実施機関別の保有個人情報の開示請求の処理状況 

令和７年度の保有個人情報の開示請求の処理状況を実施機関別にみると、表２のとおりです。 

    表２                                                            （単位：件） 

実施機関 
開示 

請求 

開示請求に係る決定 審査請求 

開示 
部分 

開示 

不開示 
取下げ  取下げ 

 不存在 

市   長 52 28 5 19 (19) 2 0 (0) 

消 防 長 1 0 1 0 (0) 0 0 (0) 

企業管理者 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

教育委員会 2 0 2 0 (0) 0 0 (0) 

選挙管理委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

監 査 委 員 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

農業委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

公平委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

大牟田市立病院 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 

合   計 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 
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３ 審査請求の状況 

 令和７年度は、保有個人情報等の開示決定等に対する審査請求はありませんでした。 

 

４ 事務の届出状況 

個人情報を取り扱う事務の実施機関等ごとの届出件数は、表３のとおりです。 

表３                                              （単位：件） 

実 施 機 関 等 
令和７年度届出件数 令和７年度末 

届出事務件数 新規 変更 廃止 

市 

 

 

 

 

長 

会  計  課    3 

   防災危機管理室    5 

まちなか活性化推進室 1 1  4 

企 画 総 務 部 2   60 

市  民  部 4   46 

市 民 協 働 部 3   62 

保 健 福 祉 部 4 2 6 139 

環  境  部 4   34 

産 業 経 済 部 1   30 

都 市 整 備 部 3   50 

消  防  長    18 

企 業 管 理 者    19 

教 育 委 員 会    23 

選挙管理委員会    6 

監 査 委 員    2 

農 業 委 員 会    5 

公 平 委 員 会    0 

固定資産評価審査委員会    1 

大牟田市立病院    24 

合     計 22 3 6 531 
 

５ 個人情報ファイル簿の届出状況 

    実施機関ごとに公表している個人情報ファイル簿の件数は、表４のとおりです。 

    表４                             （単位：件） 

実 施 機 関 等 
令和７年度届出件数 令和７年度末 

届出ファイル件数 新規 変更 廃止 

市 

 

 

 

 

長 

会  計  課    0 

   防災危機管理室    4 

企 画 総 務 部    3 

まちなか活性化推進室    0 

市  民  部    33 

市 民 協 働 部 1   1 

保 健 福 祉 部 4   53 

環  境  部 1   6 

産 業 経 済 部 1   2 

都 市 整 備 部    4 

消  防  長    3 

企 業 管 理 者    5 

教 育 委 員 会    6 
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選挙管理委員会    1 

監 査 委 員    0 

農 業 委 員 会    0 

公 平 委 員 会    0 

固定資産評価審査委員会    0 

合     計 7   121 

６ 大牟田市個人情報保護審議会の開催状況等 

    令和７年度の審議会の開催状況は、表５のとおりです。 

    また、審議会の委員は、表６のとおりです。 

    表５ 

回 数 報 告 年 月 日 報  告  内  容 

第１回 令和７年５月１２日 

１議事 

①保有個人情報の取扱いについて（報告） 

②個人情報取扱事務の届出について（報告） 

③個人情報ファイル簿について（報告） 

④令和６年度運用状況について（報告） 

 

   表６ 

    任期：令和７年４月１日～令和９年３月 31日 

氏  名 職   名 役 職 

瀬 口 小 百 合 家事調停委員 委 員 

田 中 雅 美 人権擁護委員 委 員 

蓑  輪  靖  博 福岡大学法学部教授 会 長 

三 宅 順 子 司 法 書 士 委 員 

湯 村 し お り 弁 護 士 会長職務代理者 

    ＊令和８年３月 31日現在                                            （敬称略五十音順） 



7 保有個人情報開示請求一覧

令和７年度に情報公開センターで受付した公文書の公開請求の内容は、表７のとおりです。

また、大牟田市立病院で受付した保有個人情報の開示請求はありませんでした。

表７

番号 請求の内容 個人情報の内容 決定内容 所属部等 所属課等 該当号

1 7 4 1
土地賃貸借契約書及び土地
賃貸借契約書

〇年〇月〇日から平成〇年〇
月〇日までの土地賃貸借契約
書と〇年〇月〇日までの土地
賃貸借契約書

開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

2 7 4 3
受給日から受取日までの
ケース記録票

ケース記録票 部分開示 保健福祉部 保護課 2.6.7

3 7 4 25
〇年〇月〇日と〇年〇月〇
に地における担当課とのや
りとりの記録

やりとりの記録 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

4 7 4 25
〇年〇月〇日と〇年〇月〇
日ににおける担当課とのや
りとりの記録

やりとりの記録 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

5 7 5 1
地籍調査票、共有者氏名表
写し、国調立会者写し（請
求地：大牟田市〇〇-〇）

地籍調査票（国調立会者情報
含む）、共有者氏名表写（請
求地：大牟田市〇〇－〇）

部分開示 都市整備部 国土調査室 2

6 7 5 1
〇年〇月〇日における担当
課とのやりとりの記録

やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

7 7 5 1
〇年〇月〇日における担当
課とのやりとりの記録

やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

8 7 5 16 ケース記録票 ケース記録票 部分開示 保健福祉部 保護課 2.6.7

9 7 5 21 〇年の診断書
診断書（自立支援医療（精神
通院）用）

開示 保健福祉部 福祉課 －

10 7 6 2 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録記録
不開示

（不存在）
企画総務部

公共施設マ
ネジメント

推進課
－

11 7 6 2 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録 開示 企画総務部 総務課 －

請求年月日

<該当号>法律第78条第1項
２号：開示請求者以外の個人に関する情報
６号：国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、
      検討又は協議に関する情報
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12 7 6 2 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
企画総務部 総務課 －

13 7 6 2 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
都市整備部 土木管理課 －

14 7 6 2 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

15 7 6 20
救急活動記録票（〇年〇月
〇日）

救急活動記録票（〇年〇月〇
日）

部分開示 消防本部 警防課 2

16 7 6 27
無料法律相談受付票（〇年
〇月〇日～〇年〇月〇日
分）

無料法律相談受付票（〇年〇
月〇日～〇年〇月〇日分）

部分開示 市民部 市民生活課 2.7

17 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

18 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録 開示 市民部 市民生活課 －

19 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 市民生活課 －

20 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録 開示 企画総務部 人事課 －

21 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録 開示 都市整備部 土木管理課 －

22 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

23 7 6 27 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録 開示 企画総務部 総務課 －

<該当号>法律第78条第1項
２号：開示請求者以外の個人に関する情報
６号：国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、
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24 7 7 7
〇年〇月〇日の障害支援区
認定審査会資料一式

市町村審査会資料、特記事
項、医師意見書

開示 保健福祉部 福祉課 －

25 7 7 9
無料法律相談受付票（〇年
〇月〇日分）

無料法律相談受付票（〇年〇
月〇日分）

部分開示 市民部 市民生活課 2.7

26 7 7 10

戸籍証明等交付請求書、住
民票、諸証明交付請求書、
自分、公用以外の請求（個
人間のみ）保存分

取下げ 市民部 市民課 －

27 7 9 26
戸籍証明等交付請求書、自
分以外の請求（個人間の
み）保存分

取下げ 市民部 市民課 －

28 7 10 10 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

29 7 10 10 担当課とのやりとりの記録 やりとりの記録
不開示

（不存在）
企画総務部

公共施設マ
ネジメント

推進課
－

30 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 企画総務部 総務課 －

31 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

32 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 市民部 市民課 －

33 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 都市整備部 土木管理課 －

34 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 市民部 納税課 －

35 7 10 10 上申書及び市長宛の手紙 上申書及び市長宛の手紙 開示 市民部 税務課 －

<該当号>法律第78条第1項
２号：開示請求者以外の個人に関する情報
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36 7 12 17
〇年〇月〇日に担当課へ提
出した書類

〇年〇月〇日に提出された書
類

開示 都市整備部 土木管理課 －

37 7 12 17
〇年〇月〇日に担当課へ提
出した書類

〇年〇月〇日に提出された書
類

不開示
（不存在）

企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

38 7 12 17
〇年〇月〇日に担当課へ提
出した書類

〇年〇月〇日に提出された書
類

不開示
（不存在）

市民部 税務課 －

〇年〇月〇日、〇月〇日、〇
月〇日、〇月〇日に提出され
た書類

開示 企画総務部 総務課 －

□月□日、□月□日に提出さ
れた書類

不開示
（不存在）

企画総務部 総務課 －

〇年〇月〇日、〇月〇日、〇
月〇日、〇月〇日に提出され
た書類

開示 企画総務部 総務課 －

□月□日に提出された書類
不開示

（不存在）
企画総務部 総務課 －

41 7 12 17
〇年〇月〇日、〇月〇日に
提出した書類

〇年〇月〇日に提出された書
類

不開示
（不存在）

企画総務部 総務課 －

42 8 1 27
〇年〇月〇日に大牟田市と
取り交わした〇〇の土地売
買契約書

〇〇の土地売買契約書 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

43 8 3 9
〇年〇月〇日〇時頃の担当
課とのやりとりの記録

〇年〇月〇日〇時頃の担当課
とのやりとりの記録

開示 市民部 納税課 －

44 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

45 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

〇年〇月〇日、〇月〇日、
〇月〇日、〇月〇日、□月
□日、□月□日に提出した
書類

40 7 12 17
〇年〇月〇日、〇月〇日、
〇月〇日、〇月〇日、□月
□日に提出した書類

39 7 12 17

<該当号>法律第78条第1項
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46 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 市民部 市民課 －

47 8 3 9
〇年〇月〇日の担当課との
やりとりの記録

担当課とのやりとりの記録 開示 市民部 納税課 －

48 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 税務課 －

49 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 都市整備部 土木管理課 －

50 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 企画総務部
公共施設マ
ネジメント

推進課
－

51 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 市民部 市民課 －

52 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録 開示 企画総務部 秘書課 －

53 8 3 9 担当課とのやりとりの記録 担当課とのやりとりの記録
不開示

（不存在）
市民部 市民課 －

54 8 3 19 トラブル報告書等 トラブル報告書等 部分開示 教育委員会 学校教育課 2.6

55 8 3 19 トラブル報告書等 トラブル報告書等 部分開示 教育委員会 学校教育課 2.6

<該当号>法律第78条第1項
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（資料２） 

個人情報の保護に関する法律 

 

発令  ：平成15年5月30日号外法律第57号 

最終改正：令和6年6月21日号外法律第60号 

改正内容：令和4年6月17日号外法律第68号[令和７年６月１日] 
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附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大しているこ

とに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成そ

の他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責

務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に

応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、

行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効

果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資

するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の

各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式をいう。次項第二号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）

に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の

事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番

号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当て

られ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式によ

り記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は

発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは

記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別するこ

とができるもの 

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等

が含まれる個人情報をいう。 

４ この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

５ この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を
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削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。）。 

６ この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができない

ようにしたものをいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。）。 

７ この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人

情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

８ この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に

置かれる機関 

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一

項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれ

る機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

三 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（第

五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十

号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第十

八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令

で定めるもの 

六 会計検査院 

９ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成十一年法律第

百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 

10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年法律

第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 行政機関 

二 地方公共団体の機関（議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除

き、以下同じ。） 

三 独立行政法人等（別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三

条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条

第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。） 

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目

的とするもの又は同条第二号若しくは第三号（チに係る部分に限る。）に掲げる業務を

目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号

イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに

第百二十五条第二項において同じ。） 

（基本理念） 

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであるこ
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とに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 

第二章 国及び地方公共団体の責務等 

（国の責務） 

第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法

人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために

必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、

その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び

当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策

定し、及びこれを実施する責務を有する。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図

るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保

護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとと

もに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的

に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第一節 個人情報の保護に関する基本方針 

第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個

人情報の保護に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 

二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情

報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第

一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関す

る基本的な事項 

七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 

八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を

求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

第二節 国の施策 

（国の機関等が保有する個人情報の保護） 

第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保される

よう必要な措置を講ずるものとする。 

（地方公共団体等への支援） 

第九条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国
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民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情

報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため

の指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（苦情処理のための措置） 

第十条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速

な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

（個人情報の適正な取扱いを確保するための措置） 

第十一条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱

事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な

取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

第三節 地方公共団体の施策 

（地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護） 

第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよ

う必要な措置を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報

の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（区域内の事業者等への支援） 

第十三条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業

者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（苦情の処理のあっせん等） 

第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が

適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

第四節 国及び地方公共団体の協力 

第十五条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力

するものとする。 

第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 

第一節 総則 

（定義） 

第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む

情報の集合物であって、次に掲げるもの（利用方法からみて個人の権利利益を害するお

それが少ないものとして政令で定めるものを除く。）をいう。 

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成したものとして政令で定めるもの 

２ この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デ

ータベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等 

四 地方独立行政法人 

３ この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報を

いう。 

４ この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、
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追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を

有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害

されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。 

５ この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報

を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの（第四十一条第一項にお

いて「仮名加工情報データベース等」という。）を事業の用に供している者をいう。た

だし、第二項各号に掲げる者を除く。 

６ この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報

を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの（第四十三条第一項にお

いて「匿名加工情報データベース等」という。）を事業の用に供している者をいう。た

だし、第二項各号に掲げる者を除く。 

７ この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報

を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの（第三十一条第一項にお

いて「個人関連情報データベース等」という。）を事業の用に供している者をいう。た

だし、第二項各号に掲げる者を除く。 

８ この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若

しくは団体又はそれらに属する者をいう。 

第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務 

（利用目的の特定） 

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以

下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的による制限） 

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により

特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を

承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を

取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令（条例を含む。以下この章において同じ。）に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学
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術研究の用に供する目的（以下この章において「学術研究目的」という。）で取り扱う

必要があるとき（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該

個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的

の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

る場合を除く。）。 

（不適正な利用の禁止） 

第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれが

ある方法により個人情報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはな

らない。 

２ 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、要配慮個人情報を取得してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情

報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一

部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場

合を除く。）。 

六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人

情報を学術研究目的で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得する目的の

一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を

行う場合に限る。）。 

七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十

七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開され

ている場合 

八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目

的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表し

なければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結すること

に伴って契約書その他の書面（電磁的記録を含む。以下この項において同じ。）に記載

された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本

人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけ

ればならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合

は、この限りでない。 
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３ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、

本人に通知し、又は公表しなければならない。 

４ 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利

又は正当な利益を害するおそれがある場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

（データ内容の正確性の確保等） 

第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人デー

タを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人

データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな

い。 

（従業者の監督） 

第二十四条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって

は、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監

督を行わなければならない。 

（委託先の監督） 

第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に

対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（漏えい等の報告等） 

第二十六条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その

他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大き

いものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなけ

ればならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政

機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取

扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者（同項ただし書の規定による通知をし

た者を除く。）は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該

事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であっ

て、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限

りでない。 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
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ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの

提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当

に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを

学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術

研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを

学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術

研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じ

て当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合で

あって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あ

らかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保

護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供

することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二

十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの

項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを

含む。）である場合は、この限りでない。 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、

その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一

号において同じ。）の氏名 

二 第三者への提供を利用目的とすること。 

三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する

こと。 

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則

で定める事項 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定

による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号

又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。 

４ 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の
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規定による届出があったときも、同様とする。 

５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用

については、第三者に該当しないものとする。 

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い

の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の

範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有す

る者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった

ときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更

しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置かなければならない。 

（外国にある第三者への提供の制限） 

第二十八条 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下こ

の条及び第三十一条第一項第二号において同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我

が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国と

して個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。）

にある第三者（個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が

講ずべきこととされている措置に相当する措置（第三項において「相当措置」という。）

を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合

する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。）に

個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ

外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合に

おいては、同条の規定は、適用しない。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の

保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に

参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 

３ 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第一項に規定する体制を整

備している者に限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところ

により、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ず

るとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなけ

ればならない。 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第二十九条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者（第十六条第二項各号に掲げる

者を除く。以下この条及び次条（第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を

含む。）において同じ。）に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところ

により、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情

報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該

個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか（前条第一項の規

定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか）に該当する

場合は、この限りでない。 
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２ 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員

会規則で定める期間保存しなければならない。 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個

人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければな

らない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

２ 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、

当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る

事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなら

ない。 

４ 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員

会規則で定める期間保存しなければならない。 

（個人関連情報の第三者提供の制限等） 

第三十一条 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報（個人関連情報データベ

ース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。）を個人データと

して取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、

次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確

認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。 

一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別

される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られているこ

と。 

二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合にお

いて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における

個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他

当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。 

２ 第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情

報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるととも

に、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、

「講じ」と読み替えるものとする。 

３ 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が

確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」

とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなけ

ればならない。 

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

二 全ての保有個人データの利用目的（第二十一条第四項第一号から第三号までに該当

する場合を除く。） 

三 次項の規定による求め又は次条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）、
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第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求

に応じる手続（第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料

の額を含む。） 

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事

項として政令で定めるもの 

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的

の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 

二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合 

３ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を

通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな

らない。 

（開示） 

第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データ

の電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開

示を請求することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の

規定により当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合そ

の他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）によ

り、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示すること

により次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことがで

きる。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場

合 

三 他の法令に違反することとなる場合 

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しく

は一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、

又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

４ 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により

当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合

には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適

用しない。 

５ 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条

第一項及び第三十条第三項の記録（その存否が明らかになることにより公益その他の利

益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者

提供記録」という。）について準用する。 

（訂正等） 

第三十四条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データ

の内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下こ

の条において「訂正等」という。）を請求することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等

に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達

成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有
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個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部

若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通

知しなければならない。 

（利用停止等） 

第三十五条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データ

が第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の

規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消

去（以下この条において「利用停止等」という。）を請求することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該

保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの

利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。 

３ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十

七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有

個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。 

４ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停

止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の

費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

５ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個

人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人デ

ータに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別さ

れる保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれが

ある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求する

ことができる。 

６ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、

遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければ

ならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額

の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な

場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、この限りでない。 

７ 個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人デー

タの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない

旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人デー

タの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供

を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければ

ならない。 

（理由の説明） 

第三十六条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項（同条第五項

において準用する場合を含む。）、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本
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人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨

を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、

その理由を説明するよう努めなければならない。 

（開示等の請求等に応じる手続） 

第三十七条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条

第一項（同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において

同じ。）、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定

による請求（以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。）

に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めること

ができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなけ

ればならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個

人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。こ

の場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をする

ことができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の

提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 

３ 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 

４ 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定める

に当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 

（手数料） 

第三十八条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求

められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置

の実施に関し、手数料を徴収することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して

合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 

（事前の請求） 

第三十九条 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三

項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの

被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二

週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴え

の被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。 

２ 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 

３ 前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三

項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。 

（個人情報取扱事業者による苦情の処理） 

第四十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

に努めなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなけれ

ばならない。 

第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務 

（仮名加工情報の作成等） 

第四十一条 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成

するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。）を作成するときは、他の情報

と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものと

して個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮



 

76 

名加工情報に係る削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除され

た記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報を

いう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。）

を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保

護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければ

ならない。 

３ 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において

同じ。）は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第

一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個

人情報であるものに限る。以下この条において同じ。）を取り扱ってはならない。 

４ 仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項

中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第

三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。 

５ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用す

る必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努

めなければならない。この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない。 

６ 仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の

規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第

三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とある

のは「第四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り

得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は

本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十

九条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか（前条第一項

の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか）」とあ

り、及び第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」

とあるのは「法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。 

７ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情

報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の

情報と照合してはならない。 

８ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵

便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第

二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業

者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置

若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又

は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用して

はならない。 

９ 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人デー

タについては、第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条までの規定

は、適用しない。 

（仮名加工情報の第三者提供の制限等） 

第四十二条 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個

人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。）を第三者に提供してはなら

ない。 

２ 第二十七条第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用

する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条第一項」と、
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同項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項

第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公

表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業

者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるの

は「公表しなければ」と読み替えるものとする。 

３ 第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮

名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合におい

て、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「た

めに、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。 

第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務 

（匿名加工情報の作成等） 

第四十三条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成

するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。）を作成するときは、特定の個

人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにする

ために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を

加工しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報

から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関す

る情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基

準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 

３ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しな

ければならない。 

４ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供す

るときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供

される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公

表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を

明示しなければならない。 

５ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに

当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するため

に、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

６ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情

の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講

じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

（匿名加工情報の提供） 

第四十四条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工して作成し

たものを除く。以下この節において同じ。）を第三者に提供するときは、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含

まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第

三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

（識別行為の禁止） 

第四十五条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿

名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報か

ら削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六

条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により行われた加工の方
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法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

（安全管理措置等） 

第四十六条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱

いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努め

なければならない。 

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進 

（認定） 

第四十七条 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者

（以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。）の個人情報、仮名加工情報

又は匿名加工情報（以下この章において「個人情報等」という。）の適正な取扱いの確

保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人（法人でない団体で代表者又は管理

人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。）は、個人情報保護委員会の

認定を受けることができる。 

一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等（以下この節において「対象事業者」とい

う。）の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理 

二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情

報の提供 

三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し

必要な業務 

２ 前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を

限定して行うことができる。 

３ 第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員

会に申請しなければならない。 

４ 個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨（第二項の規定により業

務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。）を公示しな

ければならない。 

（欠格条項） 

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができ

ない。 

一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から二年を経過しない者 

二 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経

過しない者 

三 その業務を行う役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

者又は管理人を含む。以下この条において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当する

者があるもの 

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

ロ 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの

日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 

（認定の基準） 

第四十九条 個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれ

にも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 

一 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方

法が定められているものであること。 
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二 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並

びに経理的基礎を有するものであること。 

三 第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を

行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 

（変更の認定等） 

第五十条 第四十七条第一項の認定（同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定

を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。）を受けた者は、そ

の認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受け

なければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。 

２ 第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用す

る。 

（廃止の届出） 

第五十一条 第四十七条第一項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。）を受けた者（以

下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。）は、その認定に係る

業務（以下この節及び第六章において「認定業務」という。）を廃止しようとするとき

は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出な

ければならない。 

２ 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなけ

ればならない。 

（対象事業者） 

第五十二条 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個

人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四

条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定す

る個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外す

ることができる。 

２ 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 

（苦情の処理） 

第五十三条 認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等

の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に

必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、そ

の苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 

２ 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認める

ときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出

を求めることができる。 

３ 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正

当な理由がないのに、これを拒んではならない。 

（個人情報保護指針） 

第五十四条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保の

ために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応

じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その

情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の

関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針（以下この節及び第六章に

おいて「個人情報保護指針」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２ 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個

人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人
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情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなけれ

ばならない。 

４ 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、

対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の

措置をとらなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第五十五条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務

の用に供する目的以外に利用してはならない。 

（名称の使用制限） 

第五十六条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこ

れに紛らわしい名称を用いてはならない。 

第六節 雑則 

（適用除外） 

第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる

者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれ

ぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。） 

報道の用に供する目的 

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 

三 宗教団体 宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的 

四 政治団体 政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的 

２ 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実

として知らせること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。）をいう。 

３ 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加

工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処

理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、

当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

（適用の特例） 

第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者につい

ては、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。 

一 別表第二に掲げる法人 

二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主た

る目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号（チに係る部分に限る。）に掲げる業

務を目的とするもの 

２ 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又

は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又

は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いと

みなして、この章（第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。）及び第六章か

ら第八章までの規定を適用する。 

一 地方公共団体の機関 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に

規定する病院（次号において「病院」という。）及び同条第二項に規定する診療所並び

に学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学の運営 

二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営 

（学術研究機関等の責務） 
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第五十九条 個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報

の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必

要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

第五章 行政機関等の義務等 

第一節 総則 

（定義） 

第六十条 この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員（独立行

政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章に

おいて同じ。）が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職

員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、

行政文書（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。

以下この章において「行政機関情報公開法」という。）第二条第二項に規定する行政文

書をいう。）、法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十

三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。）第

二条第二項に規定する法人文書（同項第四号に掲げるものを含む。）をいう。）又は地

方公共団体等行政文書（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成

し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方

独立行政法人が保有しているもの（行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるもの

に相当するものとして政令で定めるものを除く。）をいう。）（以下この章において「行

政文書等」という。）に記録されているものに限る。 

２ この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集

合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索

することができるように体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、そ

の他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的

に構成したもの 

３ この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個

人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部（これらの一部に行政機関情報

公開法第五条に規定する不開示情報（同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただ

し書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。）、独立行政法人等情報公開法

第五条に規定する不開示情報（同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に

規定する情報を含む。）又は地方公共団体の情報公開条例（地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共

団体の条例をいう。以下この章において同じ。）に規定する不開示情報（行政機関情報

公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。）が含まれているときは、

これらの不開示情報に該当する部分を除く。）を加工して得られる匿名加工情報をいう。 

一 第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条

第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 

二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第

二条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対

し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示

の請求（行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等情報公開法第三条又は情報公開条

例の規定による開示の請求をいう。）があったとしたならば、これらの者が次のいずれ

かを行うこととなるものであること。 
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イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決

定をすること。 

ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項、独立行政法人等情報公開法第

十四条第一項若しくは第二項又は情報公開条例（行政機関情報公開法第十三条第一項

又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。）の規定により意見書の

提出の機会を与えること。 

三 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十六

条第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名

加工情報を作成することができるものであること。 

４ この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報

を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することが

できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 

５ この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政

法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）のうち、地域の特性その他の事情

に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱い

に特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報

をいう。 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六

十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節にお

いて同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その

利用目的をできる限り特定しなければならない。 

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、

個人情報を保有してはならない。 

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有

すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該

本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、

その利用目的を明示しなければならない。 

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第六十三条 行政機関の長（第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあって

は、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。）、

地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人（以下この章及び次章にお

いて「行政機関の長等」という。）は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するお
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それがある方法により個人情報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなら

ない。 

（正確性の確保） 

第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去

又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保

有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人

情報の取扱いについて準用する。 

一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

二 指定管理者（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三

項に規定する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第二百四十四条第一項に規定する

公の施設をいう。）の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるも

の 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う

業務であって政令で定めるもの 

五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階にわたる委託を

含む。）を受けた者 当該委託を受けた業務 

（従事者の義務） 

第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前

条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等に

おいて個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に

規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十六条において同じ。）若しくは従

事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（漏えい等の報告等） 

第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情

報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして

個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定め

るところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

２ 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則

で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに

代わるべき措置をとるとき。 

二 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために

保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること
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ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供

することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由が

あるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有

個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事

務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を

利用することについて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人

情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、

その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げ

るものではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部

局若しくは機関又は職員に限るものとする。 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の

規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保

有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若

しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（外国にある第三者への提供の制限） 

第七十一条 行政機関の長等は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条

において同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認めら

れる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定

めるものを除く。以下この条において同じ。）にある第三者（第十六条第三項に規定す

る個人データの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報

取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（第三項において「相当措

置」という。）を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定

める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。）

に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及

び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への

提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 

２ 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報

保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護

に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考

となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者（第一項に規定する体制を整備

している者に限る。）に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく

場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要

な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人
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に提供しなければならない。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第七十二条 行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当

該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。）において、

必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、そ

の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その

他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第七十三条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報

であるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。）を第三者（当該仮名

加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。）に提供してはならない。 

２ 行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、

当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報

等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号

並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。）を取

得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、

電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規

定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第

二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的

方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問す

るために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託（二以上の段階に

わたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

第三節 個人情報ファイル 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第七十四条 行政機関（会計検査院を除く。以下この条において同じ。）が個人情報ファ

イルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員

会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

一 個人情報ファイルの名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称 

三 個人情報ファイルの利用目的 

四 個人情報ファイルに記録される項目（以下この節において「記録項目」という。）

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。

次項第九号において同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（以下こ

の節において「記録範囲」という。） 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この節において「記録情報」という。）

の収集方法 

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる
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事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個

人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、

その旨 

九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理

する組織の名称及び所在地 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 

十一 その他政令で定める事項 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報

ファイル 

二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若し

くは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人

事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（当該

機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 

六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他

の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報

ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個

人情報ファイル 

十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル 

３ 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該

行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当する

に至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならな

い。 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属す

る行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号か

ら第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿

（以下この章において「個人情報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければな

らない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 

二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 

３ 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項
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第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファ

イルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、

その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報フ

ァイル簿に掲載しないことができる。 

４ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、

同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときは、その旨」とする。 

５ 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところ

により、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳

簿を作成し、公表することを妨げるものではない。 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

第一款 開示 

（開示請求権） 

第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政

機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求

することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この

節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求

（以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。）をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「開示請求書」

という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求

に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第二項の規定による開示請求にあっては、開

示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をし

た者（以下この節において「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、そ

の補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対

し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報

に次の各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが

含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければなら

ない。 

一 開示請求者（第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす

る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第

一項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）若しくは個
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人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな

いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の

職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六

十一号）第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

四 行政機関の長が第八十二条各項の決定（以下この節において「開示決定等」という。）

をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは

国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利

益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限る。）が開示決定等を

する場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑

の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関

の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を

生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが

あるもの 

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は地方独立行

政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な
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事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、

同項中「掲げる情報（」とあるのは、「掲げる情報（情報公開条例の規定により開示す

ることとされている情報として条例で定めるものを除く。）又は行政機関情報公開法第

五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこと

とされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必

要があるものとして条例で定めるもの（」とする。 

（部分開示） 

第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれてい

る場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、

開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報（開示請求者以外の特定の個

人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のう

ち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

となる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外

の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分

は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている

場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを

答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有

個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する

ときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用

目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。た

だし、第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、

この限りでない。 

２ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規

定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していない

ときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面によ

り通知しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。

ただし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し

た日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合

において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示

請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残り

の保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合におい

て、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（事案の移送） 

第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属

する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関

の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機

関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。

この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送し

た旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、

当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送を

した行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものと

みなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定（以下

この節において「開示決定」という。）をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の

実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開

示の実施に必要な協力をしなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独

立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条

第一項において「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、行政機関の

長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めると

ころにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見

書を提出する機会を与えることができる。 

２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該

第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の

内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなけ

ればならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定

する情報に該当すると認められるとき。 

二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しよ

うとするとき。 

３ 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当
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該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、

開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を

置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当

該意見書（第百五条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示

決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならな

い。 

（開示の実施） 

第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい

るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情

報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法

による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録さ

れている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な

理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを

一般の閲覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当

該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で

定める事項を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以

内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことに

つき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係

る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされて

いる場合（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、

同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開

示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めが

あるときは、この限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文

の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（手数料） 

第八十九条 行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費

の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の

範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

３ 前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配

慮しなければならない。 

４ 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、

手数料を納めなければならない。 

５ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、

独立行政法人等が定める。 

６ 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

７ 地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところによ

り、手数料を納めなければならない。 

８ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の

額を参酌して、地方独立行政法人が定める。 
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９ 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

第二款 訂正 

（訂正請求権） 

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第九十八条

第一項において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるとこ

ろにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂

正（追加又は削除を含む。以下この節において同じ。）を請求することができる。ただ

し、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められてい

るときは、この限りでない。 

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により

開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この節及び第百二十七

条において「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「訂正請求書」

という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

三 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂

正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をし

た者（以下この節において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、そ

の補正を求めることができる。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由が

あると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲

内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その

旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決

定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第九十四条 前条各項の決定（以下この節において「訂正決定等」という。）は、訂正請

求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定

により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合

において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。 
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（訂正決定等の期限の特例） 

第九十五条 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条

の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、

行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 訂正決定等をする期限 

（事案の移送） 

第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定

に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等を

することにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他

の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送を

した行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、

当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送を

した行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものと

みなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定（以下

この項及び次条において「訂正決定」という。）をしたときは、移送をした行政機関の

長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合

において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、

その旨を書面により通知するものとする。 

第三款 利用停止 

（利用停止請求権） 

第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると

思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機

関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個

人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この節において「利用停止」という。）

に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反

して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、

又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個

人情報の利用の停止又は消去 

二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されてい

るとき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この節及び第百二

十七条において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならな

い。 

（利用停止請求の手続） 

第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「利用停

止請求書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 
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二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

三 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停

止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第二項の規定による利用停止請求に

あっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を

提示し、又は提出しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止

請求をした者（以下この節において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間

を定めて、その補正を求めることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理

由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の

適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の

利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることによ

り、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、

その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならな

い。 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、そ

の旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第百二条 前条各項の決定（以下この節において「利用停止決定等」という。）は、利用

停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項

の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入

しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合

において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第百三条 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前

条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 利用停止決定等をする期限 

第四款 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外等） 

第百四条 行政機関の長等（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び

次条において同じ。）に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、

訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査

法（平成二十六年法律第六十八号）第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び

第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。 
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２ 行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第

二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名

された者（以下「審理員」という。）」とあるのは「第四条（個人情報の保護に関する

法律（平成十五年法律第五十七号）第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。）の規

定により審査請求がされた行政庁（第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。

以下「審査庁」という。）」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるの

は「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規

定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、

同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会（審

査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項

第四号において同じ。）」と、「受けたとき（前条第一項の規定による諮問を要しない

場合（同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。）にあっては審理員意見書が提出

されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に

規定する議を経たとき）」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中

「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人

情報保護審査会」とする。 

（審査会への諮問） 

第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決

をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個

人情報保護審査会（審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長であ

る場合にあっては、別に法律で定める審査会）に諮問しなければならない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示

することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場

合を除く。） 

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をする

こととする場合 

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止を

することとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨

を通知しなければならない。 

一 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。

以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。） 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

３ 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この

場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会（審査請求に対する裁決をす

べき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会）」

とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるもの

とする。 

（地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等） 

第百六条 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、
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利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査

請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、

第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 

２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停

止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求に

ついての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技

術的読替えは、政令で定める。 

第九条第四項 前項に規定する場合におい

て、審査庁 

第四条又は個人情報の保護に

関する法律（平成十五年法律

第五十七号）第百七条第二項

の規定に基づく条例の規定に

より審査請求がされた行政庁

（第十四条の規定により引継

ぎを受けた行政庁を含む。以

下「審査庁」という。） 

前項において読み替えて適用

する第三十一条第一項 

同法第百六条第二項において

読み替えて適用する第三十一

条第一項 

前項において読み替えて適用

する第三十四条 

同法第百六条第二項において

読み替えて適用する第三十四

条 

前項において読み替えて適用

する第三十六条 

同法第百六条第二項において

読み替えて適用する第三十六

条 

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指

名された者（以下「審理員」

という。） 

審査庁 

第十三条第一項及び第二項、

第二十八条、第三十条、第三

十一条、第三十二条第三項、

第三十三条から第三十七条ま

で、第三十八条第一項から第

三項まで及び第五項、第三十

九条並びに第四十一条第一項

及び第二項 

審理員 審査庁 

第二十五条第七項 執行停止の申立てがあったと

き、又は審理員から第四十条

に規定する執行停止をすべき

旨の意見書が提出されたとき 

執行停止の申立てがあったと

き 

第二十九条第一項 審理員は、審査庁から指名さ

れたときは、直ちに 

審査庁は、審査請求がされた

ときは、第二十四条の規定に

より当該審査請求を却下する

場合を除き、速やかに 

第二十九条第二項 審理員は 審査庁は、審査庁が処分庁等
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以外である場合にあっては 

提出を求める 提出を求め、審査庁が処分庁

等である場合にあっては、相

当の期間内に、弁明書を作成

する 

第二十九条第五項 審理員は 審査庁は、第二項の規定によ

り 

提出があったとき 提出があったとき、又は弁明

書を作成したとき 

第三十条第三項 参加人及び処分庁等 参加人及び処分庁等（処分庁

等が審査庁である場合にあっ

ては、参加人） 

審査請求人及び処分庁等 審査請求人及び処分庁等（処

分庁等が審査庁である場合に

あっては、審査請求人） 

第三十一条第二項 審理関係人 審理関係人（処分庁等が審査

庁である場合にあっては、審

査請求人及び参加人。以下こ

の節及び第五十条第一項第三

号において同じ。） 

第四十一条第三項 審理員が 審査庁が 

終結した旨並びに次条第一項

に規定する審理員意見書及び

事件記録（審査請求書、弁明

書その他審査請求に係る事件

に関する書類その他の物件の

うち政令で定めるものをい

う。同条第二項及び第四十三

条第二項において同じ。）を

審査庁に提出する予定時期を

通知するものとする。当該予

定時期を変更したときも、同

様とする 

終結した旨を通知するものと

する 

第四十四条 行政不服審査会等 第八十一条第一項又は第二項

の機関 

受けたとき（前条第一項の規

定による諮問を要しない場合

（同項第二号又は第三号に該

当する場合を除く。）にあっ

ては審理員意見書が提出され

たとき、同項第二号又は第三

号に該当する場合にあっては

同項第二号又は第三号に規定

する議を経たとき） 

受けたとき 

第五十条第一項第四号 審理員意見書又は行政不服審 第八十一条第一項又は第二項
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査会等若しくは審議会等 の機関 

第八十一条第三項において準

用する第七十四条 

第四十三条第一項の規定によ

り審査会に諮問をした審査庁 

審査庁 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

第百七条 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に

ついて準用する。 

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

二 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決

定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者

である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為についての審査請求については、政令（地方公共団体の機関又は地方

独立行政法人にあっては、条例）で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定

の特例を設けることができる。 

第五款 条例との関係 

第百八条 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の

手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例

で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 

第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等 

（行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等） 

第百九条 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報（行政機関

等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。）を作成す

ることができる。 

２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工

情報を提供してはならない。 

一 法令に基づく場合（この節の規定に従う場合を含む。） 

二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当

該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供する

とき。 

３ 第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用

目的以外の目的のために削除情報（保有個人情報に該当するものに限る。）を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

４ 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から

削除した記述等及び個人識別符号をいう。 

（提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載） 

第百十条 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個

人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人

情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適

用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百十条各号」とする。 

一 第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 

二 第百十二条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

（提案の募集） 

第百十一条 行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的
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に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル（個人情

報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において

同じ。）について、次条第一項の提案を募集するものとする。 

（行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案） 

第百十二条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を

加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政

機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 

２ 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、

その代表者の氏名 

二 提案に係る個人情報ファイルの名称 

三 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数 

四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百

十六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項 

五 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿

名加工情報がその用に供される事業の内容 

六 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間 

七 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工

情報の適切な管理のために講ずる措置 

八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

３ 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付

しなければならない。 

一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 

二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生

活の実現に資するものであることを明らかにする書面 

（欠格事由） 

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができな

い。 

一 未成年者 

二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供し

て行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるも

の 

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

四 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

五 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、

その解除の日から起算して二年を経過しない者 

六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があ

るもの 

（提案の審査等） 

第百十四条 行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次

に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 

一 第百十二条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。 

二 第百十二条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政

機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める
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数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数

以下であること。 

三 第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第

百十六条第一項の基準に適合するものであること。 

四 第百十二条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは

豊かな国民生活の実現に資するものであること。 

五 第百十二条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点か

らみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。 

六 第百十二条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方

法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護す

るために適切なものであること。 

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。 

２ 行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が前項

各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定

めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する

契約を締結することができる旨 

二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

３ 行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が第

一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知する

ものとする。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結） 

第百十五条 前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定め

るところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契

約を締結することができる。 

（行政機関等匿名加工情報の作成等） 

第百十六条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人

を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することが

できないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従

い、当該保有個人情報を加工しなければならない。 

２ 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託（二以上の段階

にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

（行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載） 

第百十七条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機

関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個

人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該

個人情報ファイルについての第百十条の規定により読み替えて適用する第七十五条第一

項の規定の適用については、同項中「並びに第百十条各号」とあるのは、「、第百十条

各号並びに第百十七条各号」とする。 

一 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項 

二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

三 次条第一項の提案をすることができる期間 

（作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等） 

第百十八条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載され
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た行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対

し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について

第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、

当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 第百十二条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の

提案について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「次に」とあるのは「第

一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」

とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を

特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号

及び第四号から前号まで」と、第百十四条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第

四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」

と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、

同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と

読み替えるものとする。 

（手数料） 

第百十九条 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政

機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額

の手数料を納めなければならない。 

２ 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令

で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

３ 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体

の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を

標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

４ 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項

の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納

めなければならない。 

５ 第百十五条の規定（前条第二項において準用する場合を含む。第八項及び次条におい

て同じ。）により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結

する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。 

６ 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独

立行政法人等が定める。 

７ 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

８ 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政

法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければ

ならない。 

９ 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料

の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。 

10 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除） 

第百二十条 行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除す

ることができる。 

一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 
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二 第百十三条各号（第百十八条第二項において準用する場合を含む。）のいずれかに

該当することとなったとき。 

三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 

（識別行為の禁止等） 

第百二十一条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法

令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係

る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならな

い。 

２ 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及

び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報（以下この条及び次条

において「行政機関等匿名加工情報等」という。）の漏えいを防止するために必要なも

のとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託（二以上

の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

（従事者の義務） 

第百二十二条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは

職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事してい

た者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労

働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加

工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第百二十三条 行政機関等は、匿名加工情報（行政機関等匿名加工情報を除く。以下この

条において同じ。）を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に

含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該

第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならな

い。 

２ 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当

該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情

報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により

行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合し

てはならない。 

３ 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保

護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託（二以上の段階にわた

る委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

第六節 雑則 

（適用除外等） 

第百二十四条 第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、

検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保

護又は恩赦に係る保有個人情報（当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保

護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。）については、適用し

ない。 

２ 保有個人情報（行政機関情報公開法第五条、独立行政法人等情報公開法第五条又は情
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報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限

る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係る

ものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困

難であるものは、第四節（第四款を除く。）の規定の適用については、行政機関等に保

有されていないものとみなす。 

（適用の特例） 

第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個

人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章（第一節、第六十

六条第二項（第四号及び第五号（同項第四号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）

において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除

く。）の規定、第百七十六条及び第百八十条の規定（これらの規定のうち第六十六条第

二項第四号及び第五号（同項第四号に係る部分に限る。）に定める業務に係る部分を除

く。）並びに第百八十一条の規定は、適用しない。 

２ 第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて

は、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政

法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条

及び次章から第八章まで（第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。）の規

定を適用する。 

３ 第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者（同項各号に定める業務を行う場合

に限る。）についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六

十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り

扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六

十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条

若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反

して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は

第七十一条第一項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。 

（権限又は事務の委任） 

第百二十六条 行政機関の長は、政令（内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院に

あっては、当該機関の命令）で定めるところにより、第二節から前節まで（第七十四条

及び第四節第四款を除く。）に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任するこ

とができる。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等） 

第百二十七条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十

二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案（以下この条において「開示請求等」とい

う。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、

当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に

資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講

ずるものとする。 

（行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第百二十八条 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名

加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

（地方公共団体に置く審議会等への諮問） 

第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策

を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な

知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制

の機関に諮問することができる。 
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第六章 個人情報保護委員会 

第一節 設置等 

（設置） 

第百三十条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。 

（任務） 

第百三十一条 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並び

に個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊

かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、

個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること（個人番号

利用事務等実施者（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第十二条に規定

する個人番号利用事務等実施者をいう。）に対する指導及び助言その他の措置を講ずる

ことを含む。）を任務とする。 

（所掌事務） 

第百三十二条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 基本方針の策定及び推進に関すること。 

二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工

情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報

取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個

人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名

加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿

名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行

う事業者への協力に関すること（第四号に掲げるものを除く。）。 

三 認定個人情報保護団体に関すること。 

四 特定個人情報（番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。）の取扱

いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を

行う事業者への協力に関すること。 

五 特定個人情報保護評価（番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護

評価をいう。）に関すること。 

六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。 

七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。 

八 所掌事務に係る国際協力に関すること。 

九 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき委員会に

属させられた事務 

（職権行使の独立性） 

第百三十三条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 

（組織等） 

第百三十四条 委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。 

２ 委員のうち四人は、非常勤とする。 

３ 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内

閣総理大臣が任命する。 

４ 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験の

ある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学

識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な
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知識と経験を有する者並びに連合組織（地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組

織で同項の規定による届出をしたものをいう。）の推薦する者が含まれるものとする。 

（任期等） 

第百三十五条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員長及び委員は、再任されることができる。 

３ 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命され

るまで引き続きその職務を行うものとする。 

４ 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆

議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条

第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員

を任命することができる。 

５ 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければ

ならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣

は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

（身分保障） 

第百三十六条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任

中、その意に反して罷免されることがない。 

一 破産手続開始の決定を受けたとき。 

二 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。 

三 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

四 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、

又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めら

れたとき。 

（罷免） 

第百三十七条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、

その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

（委員長） 

第百三十八条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代

理する者を定めておかなければならない。 

（会議） 

第百三十九条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をするこ

とができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

４ 第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を

除く全員の一致がなければならない。 

５ 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委

員長を代理する者は、委員長とみなす。 

（専門委員） 

第百四十条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 
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（事務局） 

第百四十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

（政治運動等の禁止） 

第百四十二条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積

極的に政治運動をしてはならない。 

２ 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬

を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務

を行ってはならない。 

（秘密保持義務） 

第百四十三条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘

密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 

（給与） 

第百四十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。 

（規則の制定） 

第百四十五条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又

は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定すること

ができる。 

第二節 監督及び監視 

第一款 個人情報取扱事業者等の監督 

（報告及び立入検査） 

第百四十六条 委員会は、第四章（第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。）

の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、

匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者（以下この款において「個人情報

取扱事業者等」という。）その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工

情報又は個人関連情報（以下この款及び第三款において「個人情報等」という。）の取

扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取

扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱

いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（指導及び助言） 

第百四十七条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業

者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第百四十八条 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条

（第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条（第四項を除き、第五

項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、

第二十八条、第二十九条（第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）、第三十条（第二項を除き、第一項ただし書の規定を第

四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十二条、第三十

三条（第一項（第五項において準用する場合を含む。）を除く。）、第三十四条第二項
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若しくは第三項、第三十五条（第一項、第三項及び第五項を除く。）、第三十八条第二

項、第四十一条（第四項及び第五項を除く。）若しくは第四十三条（第六項を除く。）

の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項にお

いて読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替え

て準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事

業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若

しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第

二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名

加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個

人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に

対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告

することができる。 

２ 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫

していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をと

るべきことを命ずることができる。 

３ 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条

まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは

第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四

十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者

が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項

の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三

項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七

項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規

定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置を

とる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中

止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報

取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。 

（委員会の権限の行使の制限） 

第百四十九条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは

資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の

自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 

２ 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各

号に掲げる者（それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。）

に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 

（権限の委任） 

第百五十条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要が

あることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四

十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果

的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一

項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法（平成

八年法律第百九号）第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条

及び第百九条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委

任することができる。 

２ 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定める
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ところにより、その結果について委員会に報告するものとする。 

３ 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及

び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方

支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。 

４ 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限（金

融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。 

５ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限につい

て、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。 

６ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限（前

項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。）の一部を財務局長又

は財務支局長に委任することができる。 

７ 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任され

た権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

８ 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、

証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。 

９ 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求（第

七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。）についての審査請求は、

証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。 

（事業所管大臣の請求） 

第百五十一条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為が

あると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保

するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措

置をとるべきことを求めることができる。 

（事業所管大臣） 

第百五十二条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。 

一 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものにつ

いては、厚生労働大臣（船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣）及び

当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理

委員会（次号において「大臣等」という。） 

二 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のも

のについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等 

第二款 認定個人情報保護団体の監督 

（報告の徴収） 

第百五十三条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情

報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 

（命令） 

第百五十四条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情

報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必

要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

（認定の取消し） 

第百五十五条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、

その認定を取り消すことができる。 

一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 

三 第五十五条の規定に違反したとき。 

四 前条の命令に従わないとき。 
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五 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受け

たとき。 

２ 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

第三款 行政機関等の監視 

（資料の提出の要求及び実地調査） 

第百五十六条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めると

きは、行政機関の長等（会計検査院長を除く。以下この款において同じ。）に対し、行

政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及

び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。 

（指導及び助言） 

第百五十七条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めると

きは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要

な指導及び助言をすることができる。 

（勧告） 

第百五十八条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めると

きは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告を

することができる。 

（勧告に基づいてとった措置についての報告の要求） 

第百五十九条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当

該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることが

できる。 

（委員会の権限の行使の制限） 

第百六十条 第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第

五十七条第一項各号に掲げる者（それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱

う場合に限る。）に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しな

いものとする。 

第三節 送達 

（送達すべき書類） 

第百六十一条 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四

十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、

第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五

条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。 

２ 第百四十八条第二項若しくは第三項若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百

五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十

五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類

を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項（同法第三十一条において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。 

（送達に関する民事訴訟法の準用） 

第百六十二条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第

百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合にお

いて、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、

同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情

報保護委員会」と読み替えるものとする。 

（公示送達） 

第百六十三条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 
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一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 

二 外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）においてすべき送達につ

いて、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、

又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 

三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁

に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 

２ 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員

会の掲示場に掲示することにより行う。 

３ 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、

その効力を生ずる。 

４ 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間と

する。 

（電子情報処理組織の使用） 

第百六十四条 委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平

成十四年法律第百五十一号）第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条

の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一

項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、

第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関す

る事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使

用して委員会の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルに

記録しなければならない。 

第四節 雑則 

（施行の状況の公表） 

第百六十五条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を

求めることができる。 

２ 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

（地方公共団体による必要な情報の提供等の求め） 

第百六十六条 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等に

よる個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対

し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。 

２ 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助

言を行うものとする。 

（条例を定めたときの届出） 

第百六十七条 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条

例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨

及びその内容を委員会に届け出なければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネ

ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

３ 前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。 

（国会に対する報告） 

第百六十八条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況

を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 

（案内所の整備） 

第百六十九条 委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備

するものとする。 

（地方公共団体が処理する事務） 
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第百七十条 この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定に

より事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるとこ

ろにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

第七章 雑則 

（適用範囲） 

第百七十一条 この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情

報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提

供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されるこ

ととなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名

加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。 

（外国執行当局への情報提供） 

第百七十二条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局（以下こ

の条において「外国執行当局」という。）に対し、その職務（この法律に規定する委員

会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。）の遂行に資すると認める情報の

提供を行うことができる。 

２ 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行

以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査（そ

の対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。）又は審判（同項において「捜査等」

という。）に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 

３ 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査

等に使用することについて同意をすることができる。 

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、

又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内に

おいて行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの

でないとき。 

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 

４ 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に

該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務

大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 

（国際約束の誠実な履行等） 

第百七十三条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の

誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しな

ければならない。 

（連絡及び協力） 

第百七十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長（会計検査院長

を除く。）は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 

（政令への委任） 

第百七十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令

で定める。 

第八章 罰則 

第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定め

る業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従

事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報

若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労
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働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項

第一号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第百七十七条 第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以

下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第百七十八条 第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当

該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第百七十九条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。）である場合にあっては、

その役員、代表者又は管理人）若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務

に関して取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部を複製し、又は加工し

たものを含む。）を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の

拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百八十一条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供

する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集した

ときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十

万円以下の罰金に処する。 

一 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の

報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

二 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

第百八十三条 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条までの規

定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑

を科する。 

一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑 

二 第百八十二条 同条の罰金刑 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場

合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

一 第三十条第二項（第三十一条第三項において準用する場合を含む。）又は第五十六

条の規定に違反した者 

二 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有

個人情報の開示を受けた者 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第

二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政
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令で定める日から施行する。 

〔平成一五年一二月政令五〇六号により、平成一七・四・一から施行〕 

（本人の同意に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人

情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又

は第二項の同意があったものとみなす。 

第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認め

る旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 

（通知に関する経過措置） 

第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知

されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 

第五条 第二十三条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人

に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 

（名称の使用制限に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい

名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、

適用しない。 

（行政機関等匿名加工情報に関する経過措置） 

第七条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共

団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用に

ついては、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等

は、次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものと

する」とあるのは「ことができる」とする。 

附 則〔平成一五年五月三〇日法律第六一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律〔平成一五年五月

法律第五八号〕の施行の日〔平成一七年四月一日〕から施行する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

附 則〔平成一五年七月一六日法律第一一九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日〔平

成一六年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日〔平成一五年五月三〇日〕

又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

二～四 〔略〕 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則〔平成二一年六月五日法律第四九号抄〕 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）

の施行の日〔平成二一年九月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

二～六 〔略〕 

（処分等に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令

を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定

その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律

の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下

「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の

処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行

為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に

よりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければ

ならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令

に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によ

りその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行

政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施

行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内

閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二七年九月九日法律第六五号抄〕 

沿革 

令和 二年 六月一二日号外法律第四四号〔個人情報の保護に関する法

律等の一部を改正する法律附則一一条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔平成二八年一二月政令三八五号により、平成二九・五・三〇から施行〕 

一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日 

二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、

第九条〔中略〕の規定 平成二十八年一月一日 

三 〔略〕 

四 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定め

る日 
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五 第三条〔中略〕の規定 番号利用法〔行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律＝平成二五年五月法律第二七号〕附則第一条第五号に掲げ

る規定の施行の日〔平成二九年五月三〇日〕 

六 〔略〕 

（通知等に関する経過措置） 

第二条 第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（以下「新個人情報保

護法」という。）第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとす

る者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本

人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委

員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、

同項の規定による通知及び届出とみなす。 

（外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置） 

第三条 施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者へ

の提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみな

す。 

（主務大臣がした処分等に関する経過措置） 

第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律（以下「旧

個人情報保護法」という。）又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三

十六条又は第四十九条に規定する主務大臣（以下この条において単に「主務大臣」とい

う。）がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人

情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧

告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大

臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又

はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、

届出その他の行為とみなす。 

３ 施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届

出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないもの

については、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規

定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項につ

いてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

（委員長又は委員の任命等に関する経過措置） 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の

委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個

人情報の保護に関する法律（以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。）

第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命され

たものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第

二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従

前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同

一の期間とする。 

２ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保

護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員

の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。 

３ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務
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局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件

をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第九条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行

日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

（事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての

配慮） 

第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべ

き措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施

行により旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者

となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するもの

とする。 

（検討） 

第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条

第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条

第二項に規定する個人情報（以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称す

る。）の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報（新個人情報保護法第二

条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報（行政機関等保有個

人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。）を含む。）

の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する

指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を

加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策

定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うため

に必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

３ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の

保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな

産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

４ 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法（昭

和四十六年法律第三十四号）第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する

預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）第二

条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個

人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得

つつ、所要の措置を講ずるものとする。 

５ 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリ

ティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定するサ
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イバーセキュリティをいう。）に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに

鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実

施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

６ 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を

踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情

報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関す

る法制の在り方について検討するものとする。 

附 則〔平成二八年五月二七日法律第五一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。〔後略〕 

〔平成二九年二月政令一八号により、平成二九・五・三〇から施行〕 

附 則〔平成三〇年七月二七日法律第八〇号抄〕 

沿革 

令和 元年 五月三一日号外法律第一六号〔情報通信技術の活用による

行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律附則七七条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一・二 〔略〕 

三 〔前略〕附則第五条、第七条から第十条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算し

て一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

〔令和元年一〇月政令一三四号により、令和二・一・七から施行〕 

四 〔略〕 

附 則〔令和元年五月三一日法律第一六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。〔後略〕 

〔令和元年一二月政令一八二号により、令和元・一二・一六から施行〕 

附 則〔令和二年六月一二日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔令和三年三月政令五五号により、令和四・四・一から施行〕 

一 附則第九条から第十一条までの規定 公布の日 

二 第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第

八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規

定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、〔中略〕附則第八条の

規定 公布の日から起算して六月を経過した日 

三 次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

（通知等に関する経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（以下「新個人情報保
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護法」という。）第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとす

る者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、同項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項に相当

する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることがで

きる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知

及び届出とみなす。 

第三条 新個人情報保護法第二十三条第五項第三号に規定する個人データの管理について

責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する事項について、

施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたも

のとみなす。 

（外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置） 

第四条 新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後

に同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。 

２ 新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個

人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

（個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置） 

第五条 施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合におい

て、その同意が新個人情報保護法第二十六条の二第一項の規定による個人関連情報の第

三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があっ

たものとみなす。 

２ 新個人情報保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新個人情報保護

法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個人関連情報を

同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

（認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業

者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同意があったも

のとみなして、同項の規定を適用する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第八条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

（検討） 

第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情

報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等

を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和三年五月一九日法律第三七号抄〕 

沿革 

令和 四年 六月一七日号外法律第六八号〔刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律一一〇条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七
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十一条から第七十三条までの規定 公布の日 

二 〔略〕 

三 附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政

令で定める日 

四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第

三条、第五条、第六条、第七条（第三項を除く。）〔中略〕の規定 公布の日から起算

して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

〔令和三年一〇月政令二九一号により、令和四・四・一から施行〕 

五 〔略〕 

六 附則第八条第二項及び第九条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 

七 〔前略〕第五十一条並びに附則第九条（第三項を除く。）、第十条〔中略〕の規定 

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

〔令和四年四月政令一七六号により、令和五・四・一から施行〕 

八～十 〔略〕 

（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律の廃止に伴う経過措置） 

第三条 次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。）

第七条若しくは第四十四条の十六又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（以下この条において「旧独立行政法人等個人

情報保護法」という。）第八条若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関し

て知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報（以下この条に

おいて「旧行政機関個人情報」という。）若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四

条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等（以下この条において「旧行政機

関非識別加工情報等」という。）又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に

規定する個人情報（以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。）若し

くは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人

等非識別加工情報等（以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」とい

う。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務につ

いては、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。 

一 前条の規定の施行の際現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政

機関（以下この条において「旧行政機関」という。）の職員である者又は前条の規定の

施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行

政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者 

二 前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報又は旧行政機関非

識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者 

三 前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定す

る独立行政法人等（以下この条において「旧独立行政法人等」という。）の役員若しく

は職員である者又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職

員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報又は旧独

立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者 

四 前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報又は

旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者 

２ 前条の規定の施行の日（次項及び第七項において「附則第二条施行日」という。）前

に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しく
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は第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項又は旧独立行政法人等個人情報保護

法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六

条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保

護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利

用停止については、なお従前の例による。 

３ 附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四

十四条の十二第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項若しく

は第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は

旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報又は独立行政法人

等非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付

与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従

前の例による。 

４ 第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（以下この条及び附則第

七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。）第百十一条の規定の適用に

ついては、旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定によ

り刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、

旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四

十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報

の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定

により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。 

５ 第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機

関個人情報保護法第四十四条の十一（第三項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載

された行政機関非識別加工情報又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一

（第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定により個

人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情

報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条

第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護

法第四十四条の九（旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用す

る場合を含む。）（第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）

の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者又は旧独立行政

法人等個人情報保護法第四十四条の九（旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の

十二第二項において準用する場合を含む。）（第三項の規定によりなお従前の例による

こととされる場合を含む。）の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関す

る契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条（第五十条改正後個人

情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により行政機関等

匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。 

６ 第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項（同条第三項において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項

又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の

方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行

った加工の方法に関する情報とみなす。 

７ 附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護

法の規定により個人情報保護委員会又は総務大臣がした又はすべき処分その他の行為は、

附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個

人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分その他
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の行為とみなす。 

８ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が

保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第

六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの（その全部又は一部を

複製し、又は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以

下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定の施行の際現に旧行政機関の職員である者又は同条の規定の施行前にお

いて旧行政機関の職員であった者 

二 第一項第二号に掲げる者 

９ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法

人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保

護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの（その全

部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提供したと

きは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等の役員若しくは職員である者又は同条

の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者 

二 第一項第四号に掲げる者 

10 第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧

行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情

報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は

盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

11 第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧

独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定す

る保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

12 第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用

する。 

（第五十条の規定の施行に伴う経過措置） 

第七条 第五十条の規定の施行の日（以下この条において「第五十条施行日」という。）

前に別表第二法人等（第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条

改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第

十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱

事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法

人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規

定する個人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。）に対しされた本人の個

人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報

保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱

うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十

条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 

２ 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の

規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、

第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

３ 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に

提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に
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通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、

当該通知及び届出は、第五十条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。 

４ 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、

第五十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、

第五十条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

５ 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の

規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するもので

あるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

６ 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、別表第二法人等が第五十

条施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同

意を得る場合について適用する。 

７ 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十

条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について

適用する。 

８ 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関す

る同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第一

項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するもの

であるときは、第五十条施行日において同号の同意があったものとみなす。 

９ 第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十

条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日

以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用す

る。 

10 第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機

関等（第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個

人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人

労働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。）に対しされ

た本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正

後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであ

るときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第

一号の同意があったものとみなす。 

11 第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意が

ある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定

による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ

るときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を

得る場合について適用する。 

13 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に保有個人情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適

用する。 

14 第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する

行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人

情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用
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については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじ

め」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

三年法律第三十七号）第五十条の規定の施行後遅滞なく」とする。 

（第五十一条の規定の施行に伴う準備行為） 

第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（以下この

条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。）

の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取

扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方

法により地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報

保護法の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認める

ときは、当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。 

２ 第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一

条の規定の施行の日（次条において「第五十一条施行日」という。）前においても行う

ことができる。 

（第五十一条の規定の施行に伴う経過措置） 

第九条 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等（第五十一条改正後個人情報保護

法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個

人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮

名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなさ

れる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下

この条において同じ。）に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合

において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特

定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するも

のであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条

第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 

２ 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十

七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するもの

であるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

３ 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者

に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項につ

いて、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場

合において、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及

び届出とみなす。 

４ 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、

第五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、

当該通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

５ 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十

八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相

当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

６ 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人

等が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定

により本人の同意を得る場合について適用する。 
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７ 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人

等が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した

場合について適用する。 

８ 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取

扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第

三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に

相当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみな

す。 

９ 第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五

十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第

五十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合

について適用する。 

10 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者（第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五

十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされ

る第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下こ

の条において同じ。）に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特

定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを

認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改

正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。 

11 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情

報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十

一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五

十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合につ

いて適用する。 

13 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有

個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第

三者に提供した場合について適用する。 

（第五十一条と条例との関係） 

第十条 地方公共団体の条例の規定で、第五十一条改正後個人情報保護法で規制する行為

を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第五十一条の規定の

施行と同時に、その効力を失うものとする。 

２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条

例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失

効後も、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第七十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 
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（政令への委任） 

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、

個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるように

するため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすること

を含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年五月二五日法律第四八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日 

二～五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第百二十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による

改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年五月二七日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。〔後略〕 

〔令和四年六月政令二一七号により、令和四・六・一七から施行〕 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等

一部改正法」という。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行

前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例に

よる。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の

例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の

規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法

施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特

別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改

正法第二条の規定による改正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項におい

て「旧刑法」という。）第十二条に規定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第

十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は旧刑法第十六条に規定する拘留（以

下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞ
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れ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法施行法第

二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び

短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 

（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次

章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（人の資格に関する経過措置） 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規

定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せ

られた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁

刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によ

ることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられ

た者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期

禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者

とみなす。 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和四年六月法律第

六七号〕施行日〔令和七年六月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

附 則〔令和五年五月一九日法律第三二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 〔前略〕附則〔中略〕第十五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して九月を超え

ない範囲内において政令で定める日 

〔令和五年一二月政令三七八号により、令和六・二・一六から施行〕 

附 則〔令和五年六月七日法律第四七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十六号）の施行の

日〔令和七年四月一日〕（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第五

条の規定は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
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める。 

附 則〔令和五年一一月二九日法律第七九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第六十八条の規定 公布の日 

二 〔前略〕附則〔中略〕第五十五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超

えない範囲内において政令で定める日 

〔令和六年一月政令二一号により、令和六・二・一から施行〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日 

四・五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第六十七条 この法律（附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。

以下この条及び次条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな

お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれ

ぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案

し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和六年六月七日法律第四六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 〔略〕 

二 〔前略〕附則第八条から第十一条までの規定〔中略〕 公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日 

〔令和六年一二月政令三六二号により、令和七・四・一から施行〕 

三 〔略〕 

附 則〔令和六年六月二一日法律第六〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。〔後略〕 

別表第一（第二条関係） 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年法律

第七十六号） 

沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十

一号） 

外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
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保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号） 

株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十

九号） 

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五

十七号） 

株式会社日本貿易保険 貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号） 

金融経済教育推進機構 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関す

る法律（平成十二年法律第百一号） 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成二十三年

法律第九十四号） 

国立健康危機管理研究機構 国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十

六号） 

国立大学法人 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号） 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関

する法律（令和五年法律第三十二号） 

日本銀行 日本銀行法（平成九年法律第八十九号） 

日本司法支援センター 総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号） 

日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第

四十八号） 

日本中央競馬会 日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五号） 

日本年金機構 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号） 

農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第

五十三号） 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十

五号） 

放送大学学園 放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号） 

預金保険機構 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号） 

別表第二（第二条、第五十八条関係） 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法 

国立研究開発法人 独立行政法人通則法 

国立健康危機管理研究機構 国立健康危機管理研究機構法 

国立大学法人 国立大学法人法 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法（平成十四年法律第百

九十一号） 

独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成十七年

法律第七十一号） 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法 

放送大学学園 放送大学学園法 
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（資料３） 

大牟田市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

令和５年３月29日条例第29号 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市の機関（市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選

挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。）

及び市が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令

（平成15年政令第507号）で使用する用語の例による。 

 

第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 

（条例要配慮個人情報） 

第３条 法第60条第５項の条例で定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年福岡県条例第43号）第３条に規定する記述等とする。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第４条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）を新たに開始し

ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を

変更しようとするときも同様とする。 

(１) 個人情報取扱事務の名称 

(２) 個人情報取扱事務の目的 

(３) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

(４) 個人情報の記録項目 

(５) 個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲 

(６) 個人情報取扱事務に係る保有個人情報に要配慮個人情報又は条例要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

(７) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、あらかじめ同項の規定による届

出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後において当該届出

をすることができる。この場合において、当該届出は、速やかに行わなければならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

(１) 一時的な使用であって、使用後直ちに廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う個人情報

取扱事務 

(２) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める個人情報取扱事務 

４ 実施機関は、第１項又は第２項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、その

旨を市長に届け出なければならない。 

５ 市長は、第１項又は第２項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供さなければなら

ない。 

（審議会への諮問） 

第５条 実施機関（地方独立行政法人を除く。）は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報

の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき

は、第４章に規定する大牟田市個人情報保護審議会に諮問することができる。 

(１) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

(２) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合 

 

 



130 

第３章 開示の手続 

（開示請求に係る手数料） 

第６条 法第89条第２項の規定による手数料の額は、無料とする。 

２ 法第76条第１項又は第２項の規定により市の機関に対し開示請求をし、法第87条第１項に規定する

写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第７条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただ

し、法第77条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間

に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。こ

の場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第８条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算し

て30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれ

がある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当

の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定

等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 

第４章 大牟田市個人情報保護審議会 

（設置） 

第９条 次に掲げる事務を行うため、市に、大牟田市個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

(１) 行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第１項の機関として、法第105条第３項において

準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 

(２) 大牟田市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第36号。以下「議会個人情報保護

条例」という。）第46条第１項による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。 

(３) 第５条又は議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

（組織） 

第10条 審議会は、５人以内の委員をもって組織する。 

（委員） 

第11条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うもの

とする。 

５ 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反

その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。 

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第12条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代

理する。 

（会議） 

第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
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（除斥） 

第14条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

（審議会の調査権限） 

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、法第105条第３項において準用する同条第１項の規定に

より審議会に諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）又は議会個人情報保護条例第46

条第１項の規定により審議会に諮問をした市議会議長（以下「諮問議長」という。）に対し、当該諮

問に係る保有個人情報（以下「諮問保有個人情報」という。）の提示を求めることができる。この場

合においては、何人も、審議会に対し、その提示された諮問保有個人情報の開示を求めることができ

ない。 

２ 諮問実施機関又は諮問議長は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んでは

ならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関又は諮問議長に対し、諮問保有個人情報に含

まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出

するよう求めることができる。 

４ 審議会は、第９条第３号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、実施機関又は市議会

その他の関係者に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。 

（委員による調査手続） 

第16条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の規定により提示さ

れた諮問保有個人情報を閲覧させることができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第17条 審議会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。 

（庶務） 

第18条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。 

（会議の運営） 

第19条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

第５章 補則 

（法施行状況の報告） 

第20条 実施機関は、毎年法の施行状況を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、毎年１回、実施機関における法の施行の状況について公表するものとする。 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

（罰則） 

第22条 第11条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

に処する。 

２ 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号）

附則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

２ 大牟田市個人情報保護条例（平成14年条例第22号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 次に掲げる者に係る旧条例第６条又は第14条第２項若しくは第46条第１項の規定による職務上又は

業務に関して知り得た旧条例第２条第２項に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後も、

なお従前の例による。 

(１) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１項に規定する実施機関（以下「旧実施機関」という。）

の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者 

(２) 施行日前において旧実施機関から旧条例第14条第１項の委託を受けた業務に従事していた者 

(３) 施行日前において旧実施機関が公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項に

規定する公の施設をいう。以下同じ。）の管理を行わせていた指定管理者（旧条例第２条第８項に

規定する指定管理者をいう。）（以下「旧指定管理者」という。）が行う公の施設の管理業務に従
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事していた者 

４ この条例の施行の際現に実施機関において行われている個人情報取扱事務に係る第４条第１項の規

定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現

に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。 

５ 施行日前に旧条例第15条第１項若しくは第２項、第26条第１項若しくは第２項又は第28条第１項若

しくは第２項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び中

止については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後の旧条例第35条第１項の規定に

よる諮問に係る同項の適用については、同項中「審議会」とあるのは、「大牟田市個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和５年条例第29号）第４章に規定する大牟田市個人情報保護審議会」と読み

替えるものとする。 

６ 審議会は、前項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するものとする。 

７ 施行日前に旧条例第35条第１項又は第38条第１項第３号の規定による諮問がされた場合における旧

条例の規定による調査及び審議並びに答申については、なお従前の例による。この場合において、施

行日の前日に旧条例第３章に規定する大牟田市個人情報保護審議会（以下「旧審議会」という。）の

委員であった者の任期は、当該諮問に係る答申があった日までとする。 

８ この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者

に係る旧条例第38条第６項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、

施行日以後も、なお従前の例による。 

９ 付則第３項各号に掲げる者が、正当な理由なく、施行日前に旧実施機関、旧条例第14条第１項に規

定する受託者又は旧指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第54条第

２項に規定する個人情報ファイルを施行日以後に提供したときは、２年以下の拘禁刑又は100万円以下

の罰金に処する。 

10 付則第３項各号に掲げる者が、職務上又はその業務に関して知り得た施行日前に旧実施機関、旧条

例第14条第１項に規定する受託者又は旧指定管理者が保有していた旧条例第54条第２項に規定する保

有個人情報等を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

11 付則第８項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、１

年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

12 前３項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

13 施行日前にした旧条例に規定する違反行為の処罰については、施行日以後も、なお従前の例による。 

（大牟田市協働のまちづくり推進条例の一部改正） 

14 大牟田市協働のまちづくり推進条例（平成27年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「大牟田市個人情報保護条例（平成14年条例第22号）を遵守」を「個人情報の適正

な取扱いを確保」に改める。 

付 則（令和５年３月29日条例第36号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  付 則（令和7年3月31日条例第28号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則

を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６

７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第

４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」

という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留

（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長

期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、
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なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の

資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者

と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた

者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （大牟田市会計年度任用短時間勤務職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する

法律（令和４年法律第６８号。以下「整理等法」という。）並びにこの条例（以下これらを「刑法

等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪

につき起訴をされた者は、第５条の規定による改正後の大牟田市会計年度任用短時間勤務職員の報

酬等に関する条例第２１条第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （大牟田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、第６条の規定による改正後の大牟田市一般職の職員の給与に関する条例第

２０条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （大牟田市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、第７条の規定による改正後の大牟田市職員退職手当条例第１３条第１項及

び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに大牟田市職

員退職手当条例第１７条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴を

された者とみなす。 
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